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　本計画は、平成２９年４月に策定した「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を踏

まえた第２段階の実施計画として、「第４次千葉市障害者計画」の到達点や令和元年度に実施し

た障害者生活実態・意向調査の結果を踏まえ、障害者が地域において自立した生活を送り、障

害の有無によって分け隔てられることなく社会参加できることを目指し、相談支援、地域生活

支援、保健・医療、教育、生活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策の総合的な計画とし

て策定するものです。

　この計画は、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を上位方針とした実施計画で

あり、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法第

88 条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 の規定に基づく「市町

村障害児福祉計画」を一体的に策定した本市の障害者施策に関する計画となります。

　また、この計画は、「基本計画」を上位計画とする本市の障害者施策に関する個別部門計画と

なります。

はじめに

令和３年３月

　千葉市では、障害福祉に関し、既存の制度の拡充のみでは対応でき

ない課題が顕在化するとともに、様々な問題が相互に関連し合い、短

期間で結果を出すことが難しい状況であることから、平成２９年４月

に「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を策定しました。

　その第１段階の実施計画として、平成３０年３月に策定した「第４

次千葉市障害者計画・第５期千葉市障害福祉計画・第１期千葉市障

害児福祉計画」に基づき、より支援が必要な方に手が差し伸べられる

共生社会の実現に向けて、各種施策の充実を図ってきました。

　一方、国においても、平成３０年３月に障害者基本計画（第４次）を策定し、障害者の自立及び社

会参加の支援等のための施策に取り組むとともに、障害者権利条約や障害者差別解消法の理念、東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催の動きを踏まえ、社会のあらゆる場面に

おけるバリア（社会的障壁）の除去に向けた取組みを推進しています。

　これらを踏まえて、この度、令和３年度からの３年間を計画期間とする「第５次千葉市障害者計

画・第６期千葉市障害福祉計画・第２期千葉市障害児福祉計画」を策定しました。

　本計画では、障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者が、自

らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、必要な支援が多様な

地域の担い手により提供される共生社会を構築することを基本理念としました。

　また、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」の第２段階の実施計画として、親亡き後

を見据えた支援、発達障害者への支援、重度の障害のある方たちへの支援の３つの重点課題につい

て引き続き取り組むこととし、相談支援の充実、地域生活支援の充実などの６つの基本目標を立て

ました。

　更に、障害福祉サービス、障害児通所支援等の見込量などを一体的に定め、様々な分野にわたる

施策を総合的に推進することとしました。

　今後は、本計画に基づき、市民の皆様をはじめ、関係機関や各種団体の方々との連携、協働のも

と、基本理念の実現に向けて全力で取り組んでまいりますので、一層のご理解・ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました市民の皆様、特に障害の

ある方やそのご家族、そして、千葉市障害者施策推進協議会委員の皆様をはじめ、関係各位に厚く

お礼申し上げます。

第 1部　総　論第 1部　総　論
◆計画策定の趣旨

　本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。

◆計画の期間

◆計画の位置付け

　この計画が対象とする障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所

持する者ばかりではなく、療育の必要な児童、発達障害者、難病患者、精神障害者通院医療費の

公費負担を受けている人、重度の意識障害のある人など、日常生活や社会生活で支援を必要と

するすべての人とします。

　なお、平成 26 年１月の障害者権利条約の批准に先立って改正された障害者基本法において、

障害者が受ける制限を「機能障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相

対することによって生ずる」とする、いわゆる「社会モデル」の考え方が取り入れられたことか

ら、これまで「障害」と表記してきたものの一部に、正確には「機能障害」と表記すべきものがあ

りますが、この計画では、引き続き「障害」の表記で統一しています。

◆障害者とは
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表紙及び裏表紙

　令和２年度心の輪を広げる障害者理解促進事業「障害者週間のポスター」

　表　紙：中学生の部最優秀賞受賞作品　（作　市立緑町中学校　石川 万智さん）

　裏表紙：小学生の部最優秀賞受賞作品　（作　市立鶴沢小学校　山﨑 琴羽さん）
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　障害者施策は、福祉、保健・医療、雇用、教育等の様々な分野を対象とするものであり、また身

近な地域での結びつきを強め、支え合う体制を整備するためには、各分野との連携が重要であ

ることから、庁内関係部局の連携はもとより、サービス提供事業者、障害者団体、社会福祉協議

会等の関係機関、民生委員・児童委員、ボランティア・NPO、民間企業、医療機関、国・県などの

関係行政機関等との連携強化に努めます。

１　関係機関・地域等との連携

　本計画に基づき、各施策の実現が図られるよう、毎年度、事業の達成状況を把握し、進行管理

を行うとともに、目標量を設定している事業については、その達成状況について、点検・評価を

行い、障害者施策推進協議会に報告します。

２　進行管理と評価

　法改正等に伴う制度改正や、障害者の高齢化・重度化、生活環境の変化、財政事情の動向、更

には、新型コロナウイルス感染症など、社会経済環境の変化に応じて計画の弾力的運用に努め

ます。

３　計画の弾力的運用

第 5部　計画の推進に向けて第 5部　計画の推進に向けて
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かい とう　　　かん けい　き　かん　　みん せい　い　いん　　　　じ　どう　い　いん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みん かん　き　ぎょう　　い　りょう　き　かん　　くに　　　 けん

かん けいぎょうせい　き　かん とう　　　　　 れん けいきょう　か　　　　つと

　　　　　 しん こう かん　 り　　　　ひょう　か

　　　ほん けい かく　　　もと　　　　　　　かく　し　さく　　　じつ げん　　　はか　　　　　　　　　　　　　　 まい ねん　ど　　　じ　ぎょう　　 たっ せいじょうきょう　　　は　あく　　　　　しん こう かん　り

　　 おこな　　　　　　　　　　　　　　もくひょうりょう　　せっ てい　　　　　　　　　　　じ　ぎょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たっ せいじょうきょう　　　　　　　　　　　てん けん　　　ひょう　か

おこな　　　しょうがい しゃ　し　さく すい しん きょう　ぎ　かい　　　ほう こく

　　　　　 けい かく　　　 だん りょく てき うん よう

　　　ほう かい せい とう　　　 ともな　　 せい　ど　かい せい　　　　しょうがい しゃ　　　こう れい　か　　　 じゅう ど　 か 　　　せい かつ かん きょう　　 へん　か 　　ざい せい　じ　じょう　　 どう こう　　　さら

　　　　　　　　しん がた　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん せん しょう　　　　　　　しゃ かい けい ざい かん きょう　　へん　か　　　 おう　　　　　　けい かく　　　だんりょくてき うん よう 　　　つと

第 5 部　計画の推進に向けて

ひょうし およ　　 うらびょうし

　　 れい　わ　　　ねん　ど　こころ　　　わ　　 　ひろ　　　　しょうがい しゃ　り　かい　そくしん　じ　ぎょう　　しょうがいしゃしゅうかん

　　ひょう　 　し　　 ちゅうがくせい 　　ぶ さい ゆうしゅうしょうじゅしょうさくひん　　　　 さく　 し りつみどりまちちゅうがっこう　　いしかわ 　ま　ち

　　　うらびょうし　　　しょうがくせい　　 ぶ さい ゆうしゅうしょうじゅしょうさくひん　　　　 さく　　　し　りつ つるさわしょうがっこう　　　やまざき 　こと　は

　　　　　だい　　　　　　　じ　　　ち　　　ば　　　し　　しょう がい　　しゃ　　けい　　かく

　 　 だい　　　　　　　き　　　ち　　　ば　　　し　 しょう　 がい　　ふく　　 し　　 けい　　かく

　だい　　　　　　　き　　　ち　　　ば　　　し　　しょう　 がい　　 じ　　　ふく　　　し　　　けい　　かく

　れい　 わ　　 　　ねん　 ど　　　　　　　ねん　 ど

はっ　こう　ねん　げつ

じゅう　　　　　　しょ

でん　　　　　 　　わ

　れい　わ　　　ねん　　 がつ

へんしゅう　 はっ　こう 　ち　ば　し　 ほ　けんふく　しきょくこうれいしょうがいぶしょうがいしゃ じ りつ し えん　か

　ち　ば　 し　ちゅうおうく　 ち　ばみなと　　ばん　　 ごう

　がい　　　よう　　　ばん



概要版

1

　本計画は、平成２９年４月に策定した「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を踏

まえた第２段階の実施計画として、「第４次千葉市障害者計画」の到達点や令和元年度に実施し

た障害者生活実態・意向調査の結果を踏まえ、障害者が地域において自立した生活を送り、障

害の有無によって分け隔てられることなく社会参加できることを目指し、相談支援、地域生活

支援、保健・医療、教育、生活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策の総合的な計画とし

て策定するものです。

　この計画は、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を上位方針とした実施計画で

あり、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法第

88 条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 の規定に基づく「市町

村障害児福祉計画」を一体的に策定した本市の障害者施策に関する計画となります。

　また、この計画は、「基本計画」を上位計画とする本市の障害者施策に関する個別部門計画と

なります。

はじめに

令和３年３月

　千葉市では、障害福祉に関し、既存の制度の拡充のみでは対応でき

ない課題が顕在化するとともに、様々な問題が相互に関連し合い、短

期間で結果を出すことが難しい状況であることから、平成２９年４月

に「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を策定しました。

　その第１段階の実施計画として、平成３０年３月に策定した「第４

次千葉市障害者計画・第５期千葉市障害福祉計画・第１期千葉市障

害児福祉計画」に基づき、より支援が必要な方に手が差し伸べられる

共生社会の実現に向けて、各種施策の充実を図ってきました。

　一方、国においても、平成３０年３月に障害者基本計画（第４次）を策定し、障害者の自立及び社

会参加の支援等のための施策に取り組むとともに、障害者権利条約や障害者差別解消法の理念、東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催の動きを踏まえ、社会のあらゆる場面に

おけるバリア（社会的障壁）の除去に向けた取組みを推進しています。

　これらを踏まえて、この度、令和３年度からの３年間を計画期間とする「第５次千葉市障害者計

画・第６期千葉市障害福祉計画・第２期千葉市障害児福祉計画」を策定しました。

　本計画では、障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者が、自

らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、必要な支援が多様な

地域の担い手により提供される共生社会を構築することを基本理念としました。

　また、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」の第２段階の実施計画として、親亡き後

を見据えた支援、発達障害者への支援、重度の障害のある方たちへの支援の３つの重点課題につい

て引き続き取り組むこととし、相談支援の充実、地域生活支援の充実などの６つの基本目標を立て

ました。

　更に、障害福祉サービス、障害児通所支援等の見込量などを一体的に定め、様々な分野にわたる

施策を総合的に推進することとしました。

　今後は、本計画に基づき、市民の皆様をはじめ、関係機関や各種団体の方々との連携、協働のも

と、基本理念の実現に向けて全力で取り組んでまいりますので、一層のご理解・ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました市民の皆様、特に障害の

ある方やそのご家族、そして、千葉市障害者施策推進協議会委員の皆様をはじめ、関係各位に厚く

お礼申し上げます。

第 1部　総　論第 1部　総　論
◆計画策定の趣旨

　本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。

◆計画の期間

◆計画の位置付け

　この計画が対象とする障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所

持する者ばかりではなく、療育の必要な児童、発達障害者、難病患者、精神障害者通院医療費の

公費負担を受けている人、重度の意識障害のある人など、日常生活や社会生活で支援を必要と

するすべての人とします。

　なお、平成 26 年１月の障害者権利条約の批准に先立って改正された障害者基本法において、

障害者が受ける制限を「機能障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相

対することによって生ずる」とする、いわゆる「社会モデル」の考え方が取り入れられたことか

ら、これまで「障害」と表記してきたものの一部に、正確には「機能障害」と表記すべきものがあ

りますが、この計画では、引き続き「障害」の表記で統一しています。

◆障害者とは

千葉市長 神谷　俊一

けい かく さく てい　　　　しゅ　 し

けい かく 　　 　 い　 ち　　づ

　　 ほん けい　かく　　　　　へい　せい　　　　　 ねん　　　がつ　　　さく　てい　　　　　　　ち　 ば　 し　　　　　　　　　　しょう がい　ふく　し　 し　さく　　　かか　　 ちゅうちょうき　 し　しん　　　　 ふ

　　　　　　　　だい　　　だん　かい　　　じっ　し　けい かく　　　　　　　　　　　だい　　　 じ　 ち　 ば　 し　しょうがい　しゃ けい かく　　　　 とう たつ てん　　　れい　わ　がん ねん　ど　　　 じっ　し　　　

　　 しょうがい しゃ せい かつ じっ たい　　　 い　こうちょう さ　　　 けっ　か　　　 ふ　　　　　　　　しょうがい　しゃ　　　ちい　 き　　　　　　　　　　　じ　りつ　　　　　 せい　かつ　　　おく　　　　 しょう

がい　　　 う　　む　　　　　　　　　　　 わ　　　 へだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しゃ　かい さん　か　　　　　　　　　　　　　　　　 め　 ざ　　　　　 そう だん し　えん　　 ちい　き せい かつ

　し えん　　 ほ　けん　　　 い　りょう　きょういく　 せい かつ かんきょう　　　　　はば　ひろ　　　ぶん　や　　　 たいしょう　　　　　　　しょうがい しゃ　し　さく　　 そう ごう てき　　　けい かく　　　　　

　　　さく てい

けい かく 　　　　き　かん

　　　ほん けい かく　　　　き　かん　　　　　れい　わ　　　　ねん　ど　　　　　　れい　わ　　　 ねん　ど　　　　　　　　　　　 ねん かん

　　　　　　　 けい かく　　　　　　 ち　 ば　 し　　　　　　　　　　しょうがい ふく　し　 し　さく　　 　かか　　　ちゅうちょうき　 し　しん　　　　じょう い　ほう しん　　　　　　　　じっ　し　けい かく　

　　　 　　　　 しょうがい しゃ　き　ほん ほう だい　　　　 じょうだい　　　　こう　　 　き　てい　　 　もと　　　　　　　 し ちょうそんしょうがい しゃ けい かく　　　 しょうがい しゃ そう ごう　し　えん ほう だい

　　　　じょう　　　き　てい　　 　もと　　　　　 　　しちょうそんしょうがい ふく　し　けい かく　　　 　 じ　どう ふく　し　ほう だい　　　　　じょう　　　　　　　　　　き　てい　　 もと　　　　　　　　しちょう

そん しょうがい　じ　ふく　し　けい かく　　　　 いっ たい てき　　　さく てい　　　　　 ほん　し　　　しょうがい しゃ　し　さく　　　かん　　　　　　けい かく

　　　　　　　　　　　　　 　　けい　かく　　　　　　　き　ほん けい かく　　　　　じょう い　けい かく　　　　　　　 　ほん　し　　　しょうがい しゃ　し　さく　　　 かん　　　　 　 こ　べつ　ぶ　もん けい かく

しょうがい しゃ

　　　　　　　　けい　かく　　　たいしょう　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　　しん たいしょうがい しゃ て　ちょう　りょういく　て　ちょう　 せい しんしょうがい しゃ ほ　けん ふく　し て　ちょう　 しょ

　じ　　　　　　　もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょういく　　　ひつ　よう　　　 じ　どう　　はっ　たつしょうがい しゃ　　なん びょうかん じゃ　　せい　しんしょうがい しゃ つう いん　い　りょう ひ　　　

こう　 ひ　　ふ　たん　　　 う　　　　　　　　　　　ひと　 　じゅう　ど　　　　い　しきしょうがい　　　　　　　　ひと　　　　　　　　にちじょうせい かつ　　　しゃ　かい せい かつ　　　 し　えん　　　ひつ よう　　

　　　　　　　　　　　　　　　ひと

　　　　　　 　　　へい　せい　　　　　ねん　　　がつ　　 しょうがい しゃ けん　り　じょうやく　　　 ひ　じゅん　　 さき　だ　　　　　　かい　せい　　　　　　　 しょうがい しゃ き　ほん　ほう　　　　　　　　　　　

しょうがい　しゃ　　　　う　　　　　　せい　げん　　　　　 き　のうしょうがい　　　　　　　　 き　いん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ　かい　　　　　　　　　　さま ざま　　 しょうへき　　　あい

たい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　しゃ　かい　　　　　　　　　　　かんが　　 かた　　　 と　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　　ひょう　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いち　ぶ　　　　　 せい　かく　　　　　　　き　のうしょうがい　　　　　ひょう　き　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　けい かく　　　　　　　 ひ　　　　つづ　　　　しょうがい　　　　ひょう　き　　　 とう いつ

　　じ　 ち　 ば　 し　しょうがい しゃ　けい　かく　　　だい　　　 き　　ち　 ば　 し　しょうがい ふく　し　けい　かく　　　だい　　　 き　 ち　 ば　 し　しょう

がい　じ　ふく　し　けい　かく　　　　　もと　　　　　　　　　　　　　 し　えん　　　ひつ　よう　　　かた　　　 て　　　　さ　　　　の　　　　　　　　　

きょうせい　しゃ　かい　　　じつ　げん　　　 む　　　　　　　 かく　しゅ　し　さく　　 じゅうじつ　　　はか

　　　　ち　 ば　　し　　　　　　　　しょうがい　ふくし　　　　かん　　　　　 き　ぞん　　　せい　ど　　　 かくじゅう　　　　　　　　　　たい　おう　　　　　

　　　　　　か　だい　　　けん ざい　か　　　　　　　　　　　　　　　　　 　さま　ざま　　 もん　だい　　　そう　ご　　　　かん　れん　　　　あ　　　　　　たん

　き　かん　　　けっ　か　　　　だ　　　　　　　　　　 むずか　　　　　じょうきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へい　せい　　　　　 ねん　　　がつ

　　　　　ち　 ば　　し　　　　　　　　　　 しょうがい ふく　し　 し 　さく　　　かか　　　ちゅうちょうき　 し　しん　　　　さく　てい

　　　　　　　　だい　　　だん　かい　　　じっ　し けい　かく　　　　　　　　　　 へい　せい　　　　　 ねん　　　がつ　　　さく　てい　　　　　　　 だい　　

れい　わ　　　　ねん　　　がつ ち　　ば　　し　ちょう

だい　　　　　　　　　　 ぶ　　　　　　　　　 そう　　　　　　　　 ろん

　　　いっぽう　　 くに　　　　　　　　　　　　　　　へい　せい　　　　　　ねん　　　がつ　　 しょうがいしゃ　き　ほん けい　かく　　だい　　　 じ　　　　　さく　てい　　　　　しょうがい しゃ　　　 じ　りつ　およ　　　しゃ

かい　さん　か　　　　し　えん とう　　　　　　　　　　　し　さく　　　 と　　　　く　　　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ けん　り　じょうやく　　 しょうがい しゃ　さ　べつ　かいしょうほう　　　 り　ねん　　　とう

きょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　きょう ぎ　たい　かい かい　さい　　　うご　　　　　　ふ　　　　　　　　　しゃ　かい　　　　　　　　　　　　　 ば　めん　

　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ かい　てき　しょうへき　　　　じょ　きょ　　　 む　　　　　　とり　く　　　　　　すい　しん

　　　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　 たび　　　れい　わ　　　　ねん　ど　　　　　　　　　　　ねん　かん　　　けい　かく 　き　かん　　　　　　　　　だい　　　　じ　 ち　 ば　 し　しょうがいしゃ　けい

かく　　　だい　　　 き　 ち　 ば　 し　しょうがい　ふく　し　けい　かく　　　だい 　　　 き　 ち　 ば　 し　しょうがい　じ ふく　し けい　かく　　　　さく　てい　

　　　ほん けい かく　　　　　　　しょうがい　　　　　　　　ひと　　　　　　　　ひと　　 さら　　　　　 そう　ご　 り　かい　　　ふか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　しゃ　　　　 みずか　

　　　　　　とく　せい　　　 あ　　　　　　　　　　みずか　　　　　せん　たく　　　　　　　　　　　　　　 よ　　　　せい　かつ　　　　もと　　　　　　ど　りょく　　　　　　　　　ひつ　よう　　　　し　えん　　　 た　よう　　　

　ち　いき　　　にな　　　 て　　　　　　　　　ていきょう　　　　　　　 きょうせい　しゃ　かい　　 こう　ちく　　　　　　　　　　　　　　き　ほん　り　ねん

　　　　　　 　　　　　ち　 ば　 し　　　　　　　　　　 しょうがい ふく　し　 し　さく　　 かか　　 ちゅうちょうき　 し　しん　　　　だい　　　だん　かい　　 じっ　し　けい　かく　　　　　　　　　　おや　 な　　　 あと　　　 　

　　　　み 　す　　　　　　 し　えん　　はっ　たつ　しょうがい しゃ　　　　　　し　えん　　じゅう　ど　　　しょうがい　　　　　　　　かた　　　　　　　　　　　し　えん　　　　　　　　　　じゅうてん　か だい　

　　　 ひ　　　 つづ　　　とり　　　 く　　　　　　　　　　　　　　　そう　だん　し　えん　　　じゅうじつ　　 ち　いき せい　かつ　し　えん　　じゅうじつ　　　　　　　　　　　　　　　　き　ほん もくひょう　　　た

　　　さら　　　　 しょうがい ふく　し　　　　　　　　　　　　　しょうがい　じ　つう しょ　 し　えん とう　　　 み　こみりょう　　　　　　　 いっ　たい　てき　　　さだ　　　　　さま　ざま　　　ぶん　や　

　し　さく　　 そう　ごう　てき　　　すい　しん

　　 こん　ご　　　　　 ほん　けい　かく　　　もと　　　　　　　　し　みん　　 みな　さま　　　　　　　　　　　　 かん　けい　き　かん　　　かく　しゅ だん　たい　　 かた　がた　　　　　 れん　けい　　　きょうどう　

　　　　　き　ほん り　ねん　　　じつ　げん　　　　む　　　　　 ぜんりょく　　　 と　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いっ　そう　　　　　　り　かい　　　　　きょうりょく　　たまわ　

　　　　　　　　ねが　　　もう　　　 あ

　　　むす　　　　　　　ほん　けい　かく さく　てい　　　　　　　　　　　　　き ちょう　　　　　 い　けん　　　　　 てい　げん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　みん　　　みな　さま　　　とく　　　しょうがい　

　　　　　かた　　　　　　　　　　　か　ぞく　　　　　　　　　　　 ち　 ば　 し　しょうがいしゃ　し　さく すい　しんきょう ぎ　かい　い　いん　　　みな　さま　　　　　　　　　　　　かん　けい かく　い　　　　あつ　

　　　れい もう　　　　あ

かみ　　　 や　　　　　　　 しゅん　　いち
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第１部　総　論

　障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者
が、自らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力がで
き、必要な支援が多様な地域の担い手により提供される共生社会を構築する。

◆計画の基本理念

１　中長期指針を踏まえた将来を見据えた施策展開と利用者本位の支援

　　平成 29年４月に策定した「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」において示され

　た方向性を踏まえ、同指針の第２段階の実施計画として、より支援が必要な障害者への施策に重

　点的に取り組むとともに、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教育、生活環境など幅広い分野

　を対象に、本市の障害者施策の推進の方向及び具体的方策を示す必要があります。

　　また、市の各分野における施策の企画・立案、実施等の各段階において、共生社会の実現を図

　るという観点から、各部門がそれぞれの事業について、障害者の高齢化・重度化への対応等、将

　来を見据えた障害者視点に立った取組みが必要です。

　　更に、障害者の視点に立って施策展開するためには、当事者が各施策へ参加、参画することが

　重要であり、あらゆる機会を捉えて、障害者及び家族等のニーズや意見を、各施策に反映させて

　いくことが必要です。

２　ライフステージの全段階での相談とサービスの提供

　　共生社会を実現するため、障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するととも

　に、障害者が必要とするサービスの提供を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくた

　めの取組みが必要です。

　　そのため、相談支援にあたっては、障害種別等によって異なる個々のニーズを的確に把握し、

　障害者のライフステージの全段階を通じた総合的な支援を行う必要があります。

　　また、サービスの提供にあたっては、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関

　係機関が連携を図り、切れ目のない支援を提供する体制を構築する必要があります。

３　誰もが安心して生活し、社会へ参加していくためのバリアフリー化の推進

　　障害者にやさしい社会は、障害者だけでなく、すべての市民にとってやさしい社会となります。

　　障害者の社会参加が進むにつれて、私たちの社会にあるバリアが見つかり、これらの地域にお

　ける障害者の自立や社会参加に係るバリアを一つひとつ無くすことで、すべての市民が自分ら

　しく生活できる共生社会が実現できます。

　　本市では、障害者への理解の促進や施設・設備の整備といったソフト、ハード両面にわたる社

　会のバリアフリー化の取組みについて、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

　の開催決定を契機として進めてきましたが、この取組みを更に進める必要があります。

４　新しい生活様式の実践

　　令和２年５月、新型コロナウイルス感染症が流行する中、長期間にわたる感染拡大を防止する

　ため、国から「新しい生活様式」の実践例が示されました。

　　「新しい生活様式」の実践にあたっては、障害特性の理解も不可欠です。例えば、身体的距離を

　確保することも、視覚障害者にとって容易ではないこともあります。また、マスクの着用をすれ

　ば、聴覚障害者が口話をする妨げになることもあります。更に、手洗いの徹底は、肢体不自由のあ

　る身体障害者や知的障害者にとって、支援や工夫がなければ難しいこともあります。

　　各施策は、「新しい生活様式」を踏まえ推進しますが、いずれの施策についても障害者の視点に

　立つとともに、障害特性に対して配慮する必要があります。

　　基本理念を実現するための施策展開に当たっては、次の４つの視点に留意して、取り組むこと

　とします。

◆計画の4つの視点

けい かく 　　　　き　ほん　 り　ねん

けい かく 　　　　　　　　　　　し　てん

き　ほん　り　ねん　　　じつ　げん　　　　　　　　　　　　　し　さく てん　かい　　　 あ　　　　　　　　　　　　　つぎ　　　　　　　　　　　し　てん　　 りゅう い　　　　　　　　と　　　　く

　だれ　　　　　　あん しん　　　　　 せい かつ　　　　しゃ かい　　　さん　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　　　　すい しん

　あたら　　　　　せいかつ よう しき　　　じっ せん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん　だん　かい　　　　　 そう　だん　　　　　　　　　　　　　　　ていきょう

　　　しょうがい　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　ひと　　　　さら　　　　　　そう　ご　 り　かい　　　 ふか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ

　　　　　みずか　　　　　　とく　せい　　　　あ　　　　　　　　　　　みずか　　　　　　せん　たく　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　せい かつ　　　 もと　　　　　　　ど　りょく　　　　　

　　　　 ひつ　よう　　　　し　えん　　　　た　 よう　　　　ち　いき　　　　にな　　　　て　　　　　　　　　 てい　きょう　　　　　　　　きょうせい しゃ かい　　　　こう ちく

　　　ちゅうちょうき 　し　しん　　　　ふ　　　　　　　　しょうらい　　　み　 す　　　　　　 し　さく てん かい　　　　り　よう しゃ ほん　い　　　　し　えん

　　　へい せい　　　　　ねん　　　がつ　　　さく てい　　　　　　　 ち　 ば　 し　　　　　　　　　　しょうがい ふく　し　 し　さく　　　かか　　　ちゅうちょうき　 し　しん　　　　　　　　　　　　しめ　　　　　

　　　ほう こう せい　　　ふ　　　　　　　 どう　し　しん　　　だい　　　だん かい　　　じっ　し　けい かく　　　　　　　　　　　　　　　し　えん　　　ひつ よう　　　しょうがい しゃ　　　　　　し　さく　　じゅう

　てん てき　　　　と　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　そう だん　し　えん　　　ち　いきせい かつ　し　えん　　　ほ　けん　　　 い　りょう　きょういく　　せい かつ かんきょう　　　　　はば ひろ　　　ぶん　や

　　　たいしょう　　　　ほん　し　　　しょうがい しゃ　し　さく　　　すい しん　　　ほう こう　およ　　　 ぐ　たい てき ほう　さく　　　しめ　　　ひつ よう

　　　　　　　　　　し　　　かく　ぶん　や　　　　　　　　　　　し　さく　　　 き　かく　　　りつ あん　　じっ　し　とう　　　かく だん かい　　　　　　　　　　　　きょうせい しゃ かい　　　じつ げん　　　はか

　　　　　　　　　　かん てん　　　　　　　かく　ぶ　もん　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ぎょう　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　こう　れい　か　　　じゅう　ど　 か　　　　　　たい　おう とう　 しょう

　らい　　　 み　　す　　　　　 しょうがい しゃ　し　てん　　　　た　　　　　　とり　く　　　　　　ひつよう

　　　さら　　　　しょうがい しゃ　　　　し　てん　　　 た　　　　　　　し　さく てん かい　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　じ　しゃ　　　かく　し　さく　　　さん　か　　　さん　かく　　　　　　　　　　　　

じゅうよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　かい　　　とら　　　　　　　しょうがい しゃ およ　　　　か　ぞくとう　　　　　　　　　　　　　 い　けん　　　　　かく　し　さく　　　はん えい　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　ひつ よう

　　　きょうせい しゃ かい　　　じつ げん　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　じ　　こ 　けっ てい　　　そんちょう　　　　　　　　　 い　 し　けっ てい　　　 し　えん　　　はい りょ　　　　　　　　　　　　

　　　　しょうがい しゃ　　　ひつ　よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていきょう　　　う　　　　　　　　　　　　　　　じ　りつ　　　しゃ かい さん　か　　　 じつ げん　　　はか　　　　　　　　　　　　

　　　　　とり　く　　　　　　ひつ よう

　　　　　　　　　　　　　　　そう だん　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがい しゅ べつ とう　　　　　　　　　　 こと　　　　　　こ　　こ　　　　　　　　　　　　　てき かく　　　　は　あく　　　　

しょう　がい しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん だん かい　　　つう　　　　　 そう ごう てき　　　 し　えん　　　おこな　　ひつ よう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき　　　 ほ　けん　　 い　りょう　しょうがい ふく　し　　　ほ　いく　 きょういく　しゅうろう　し　えん とう　　　かん

　けい　き　かん　　　れんけい　　　はか　　　　　き　　　　め　　　　　　　　　し　えん　　　ていきょう　　　　　たい せい　　　こう ちく　　　　　 ひつ よう

　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　しゃ かい　　　　しょうがいしゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　みん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ かい

　　しょうがい しゃ　　　しゃ かい さん　か　　　　すす　　　　　　　　　　　　　　わたし　　　　　　　しゃ かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち いき　　　　　

　　　　　しょうがい しゃ　　　 じ　りつ　　　しゃ かい さん　か　　　　かか　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　みん　　　じ　ぶん　　

　　　　　せい かつ　　　　　　　　きょうせい しゃ かい　　　じつ げん

　　　ほん　し　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　り　かい　　　そく しん　　　　し　せつ　　　せつ　び　　　 せい　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょうめん　　　　　　　　　　 しゃ　

かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　とり　く　　　　　　　　　　　　　　　　とうきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょうぎ たい かい

　　　かい さい けっ てい　　　けい　き　　　　　　　　 すす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とり　く　　　　　　さら　　　　すす　　　　　ひつ よう

　　　れい　わ　　　　ねん　　　がつ　　しんがた　　　　　　　　　　　　　　　　　　かんせんしょう　　りゅうこう　　　　　 なか　　ちょう き かん　　　　　　　　　　 かん せん かく だい　　　ぼう　し　　　　　

　　　　　　くに　　　　　　あたら　　　　　せい かつ よう しき　　　　じっ せん れい　　　しめ

　　　　あたら　　　　　せい かつ よう しき　　　　じっ せん　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい とく せい　　　 り　かい　　　 ふ　 か　けつ　　　　　　　たと　　　　　　　しん たい てき きょ　り　　　　

かく　ほ　　　　　　　　　　　　　　　　し　かくしょうがい しゃ　　　　　　　　　　よう　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちゃくよう　　　　　　　

　　　　ちょうかくしょうがい しゃ　　　こう　わ　　　　　　　　さまた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さら　　　　　て　あら　　　　　てっ てい　　　　　し　たい　ふ　 じ　ゆう　　　　　

　　　しん たいしょうがい しゃ　　　　ち　てきしょうがいしゃ　　　　　　　　　　　　し　えん　　　 く　ふう　　　　　　　　　　　　むずか

　　　かく　し　さく　　　　　あたら　　　　　せいかつ よう しき　　　　　ふ　　　　　　すいしん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　さく　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　し　てん　　

　た　　　　　　　　　　　　　　しょうがい とく せい　　　たい　　　　　はい りょ　　　　　ひつ よう



概要版
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第１部　総　論

　障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者
が、自らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力がで
き、必要な支援が多様な地域の担い手により提供される共生社会を構築する。

◆計画の基本理念

１　中長期指針を踏まえた将来を見据えた施策展開と利用者本位の支援

　　平成 29年４月に策定した「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」において示され

　た方向性を踏まえ、同指針の第２段階の実施計画として、より支援が必要な障害者への施策に重

　点的に取り組むとともに、相談支援、地域生活支援、保健・医療、教育、生活環境など幅広い分野

　を対象に、本市の障害者施策の推進の方向及び具体的方策を示す必要があります。

　　また、市の各分野における施策の企画・立案、実施等の各段階において、共生社会の実現を図

　るという観点から、各部門がそれぞれの事業について、障害者の高齢化・重度化への対応等、将

　来を見据えた障害者視点に立った取組みが必要です。

　　更に、障害者の視点に立って施策展開するためには、当事者が各施策へ参加、参画することが

　重要であり、あらゆる機会を捉えて、障害者及び家族等のニーズや意見を、各施策に反映させて

　いくことが必要です。

２　ライフステージの全段階での相談とサービスの提供

　　共生社会を実現するため、障害者の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するととも

　に、障害者が必要とするサービスの提供を受けつつ、その自立と社会参加の実現を図っていくた

　めの取組みが必要です。

　　そのため、相談支援にあたっては、障害種別等によって異なる個々のニーズを的確に把握し、

　障害者のライフステージの全段階を通じた総合的な支援を行う必要があります。

　　また、サービスの提供にあたっては、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関

　係機関が連携を図り、切れ目のない支援を提供する体制を構築する必要があります。

３　誰もが安心して生活し、社会へ参加していくためのバリアフリー化の推進

　　障害者にやさしい社会は、障害者だけでなく、すべての市民にとってやさしい社会となります。

　　障害者の社会参加が進むにつれて、私たちの社会にあるバリアが見つかり、これらの地域にお

　ける障害者の自立や社会参加に係るバリアを一つひとつ無くすことで、すべての市民が自分ら

　しく生活できる共生社会が実現できます。

　　本市では、障害者への理解の促進や施設・設備の整備といったソフト、ハード両面にわたる社

　会のバリアフリー化の取組みについて、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会

　の開催決定を契機として進めてきましたが、この取組みを更に進める必要があります。

４　新しい生活様式の実践

　　令和２年５月、新型コロナウイルス感染症が流行する中、長期間にわたる感染拡大を防止する

　ため、国から「新しい生活様式」の実践例が示されました。

　　「新しい生活様式」の実践にあたっては、障害特性の理解も不可欠です。例えば、身体的距離を

　確保することも、視覚障害者にとって容易ではないこともあります。また、マスクの着用をすれ

　ば、聴覚障害者が口話をする妨げになることもあります。更に、手洗いの徹底は、肢体不自由のあ

　る身体障害者や知的障害者にとって、支援や工夫がなければ難しいこともあります。

　　各施策は、「新しい生活様式」を踏まえ推進しますが、いずれの施策についても障害者の視点に

　立つとともに、障害特性に対して配慮する必要があります。

　　基本理念を実現するための施策展開に当たっては、次の４つの視点に留意して、取り組むこと

　とします。

◆計画の4つの視点

けい かく 　　　　き　ほん　 り　ねん

けい かく 　　　　　　　　　　　し　てん

き　ほん　り　ねん　　　じつ　げん　　　　　　　　　　　　　し　さく てん　かい　　　 あ　　　　　　　　　　　　　つぎ　　　　　　　　　　　し　てん　　 りゅう い　　　　　　　　と　　　　く

　だれ　　　　　　あん しん　　　　　 せい かつ　　　　 しゃ かい　　　さん　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　　　　すい しん

　あたら　　　　　せいかつ よう しき　　　じっ せん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん　だん　かい　　　　　 そう　だん　　　　　　　　　　　　　　　ていきょう

　　　しょうがい　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　ひと　　　　さら　　　　　　そう　ご　 り　かい　　　 ふか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ

　　　　　みずか　　　　　　とく　せい　　　　あ　　　　　　　　　　　みずか　　　　　　せん　たく　　　　　　　　　　　　　　　　　よ　　　　せい かつ　　　 もと　　　　　　　ど　りょく　　　　　

　　　　 ひつ　よう　　　　し　えん　　　　た　 よう　　　　ち　いき　　　　にな　　　　て　　　　　　　　　 てい　きょう　　　　　　　　きょうせい しゃ かい　　　　こう ちく

　　　ちゅうちょうき 　し　しん　　　　ふ　　　　　　　　しょうらい　　　み　 す　　　　　　 し　さく てん かい　　　　り　よう しゃ ほん　い　　　　し　えん

　　　へい せい　　　　　ねん　　　がつ　　　さく てい　　　　　　　 ち　 ば　 し　　　　　　　　　　しょうがい ふく　し　 し　さく　　　かか　　　ちゅうちょうき　 し　しん　　　　　　　　　　　　しめ　　　　　

　　　ほう こう せい　　　 ふ　　　　　　　 どう　し　しん　　　だい　　　だん かい　　　じっ　し　けい かく　　　　　　　　　　　　　　　し　えん　　　ひつ よう　　　しょうがい しゃ　　　　　　し　さく　　じゅう

　てん てき　　　　と　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　そう だん　し　えん　　　ち　いきせい かつ　し　えん　　　ほ　けん　　　 い　りょう　きょういく　　せい かつ かんきょう　　　　　はば ひろ　　　ぶん　や

　　　たいしょう　　　　ほん　し　　　しょうがい しゃ　し　さく　　　すい しん　　　ほう こう　およ　　　 ぐ　たい てき ほう　さく　　　しめ　　　ひつ よう

　　　　　　　　　　し　　　かく　ぶん　や　　　　　　　　　　　し　さく　　　 き　かく　　　りつ あん　　じっ　し　とう　　　かく だん かい　　　　　　　　　　　　きょうせい しゃ かい　　　じつ げん　　　はか

　　　　　　　　　　かん てん　　　　　　　かく　ぶ　もん　　　　　　　　　　　　　　　　じ　ぎょう　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　こう　れい　か　　　じゅう　ど　 か　　　　　　たい　おう とう　 しょう

　らい　　　 み　　す　　　　　 しょうがい しゃ　し　てん　　　　た　　　　　　とり　く　　　　　　ひつよう

　　　さら　　　　しょうがい しゃ　　　　し　てん　　　 た　　　　　　　し　さく てん かい　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　じ　しゃ　　　かく　し　さく　　　さん　か　　　さん　かく　　　　　　　　　　　　

じゅうよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　かい　　　とら　　　　　　　しょうがい しゃ およ　　　　か　ぞくとう　　　　　　　　　　　　　 い　けん　　　　　かく　し　さく　　　はん えい　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　ひつ よう

　　　きょうせい しゃ かい　　　じつ げん　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　じ　　こ 　けっ てい　　　そんちょう　　　　　　　　　 い　 し　けっ てい　　　 し　えん　　　はい りょ　　　　　　　　　　　　

　　　　しょうがい しゃ　　　ひつ　よう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていきょう　　　う　　　　　　　　　　　　　　　じ　りつ　　　しゃ かい さん　か　　　 じつ げん　　　はか　　　　　　　　　　　　

　　　　　とり　く　　　　　　ひつ よう

　　　　　　　　　　　　　　　そう だん　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがい しゅ べつ とう　　　　　　　　　　 こと　　　　　　こ　　こ　　　　　　　　　　　　　てき かく　　　　は　あく　　　　

しょう　がい しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぜん だん かい　　　つう　　　　　 そう ごう てき　　　 し　えん　　　おこな　　ひつ よう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき　　　 ほ　けん　　 い　りょう　しょうがい ふく　し　　　ほ　いく　 きょういく　しゅうろう　し　えんとう　　　かん

　けい　き　かん　　　れんけい　　　はか　　　　　き　　　　め　　　　　　　　　し　えん　　　ていきょう　　　　　たい せい　　　こう ちく　　　　　 ひつ よう

　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　しゃ かい　　　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　みん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ かい

　　しょうがい しゃ　　　しゃ かい さん　か　　　　すす　　　　　　　　　　　　　　わたし　　　　　　　しゃ かい　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち いき　　　　　

　　　　　しょうがい しゃ　　　 じ　りつ　　　しゃ かい さん　か　　　　かか　　　　　　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　みん　　　じ　ぶん　　

　　　　　せい かつ　　　　　　　　きょうせい しゃ かい　　　じつ げん

　　　ほん　し　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　り　かい　　　そく しん　　　　し　せつ　　　せつ　び　　　 せい　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　りょうめん　　　　　　　　　　 しゃ　
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第２部　各　論

Ⅰ　親亡き後を見据えた支援
Ⅱ　発達障害者への支援
Ⅲ　重度の障害のある方たちへの支援

◆３つの重点課題

　障害者本人の日常生活を支援している親に代わって、障害者本人の支援における連携体制、

障害者本人の意思を尊重した様々なサービスや生活支援のコーディネート役、日常生活を維持

するためのきめ細やかなサービスの提供、障害者本人の住まいの確保が、介助者の高齢化及び

親亡き後の支援に関する喫緊の課題となっています。

　また、これらの課題は、親が支援できなくなることに備え、円滑にサービスにつながるよう各

制度の普及、啓発及び相談支援体制の充実が必要です。

　これらの課題に対応するため、次の項目に重点的に取り組んで行きます。

　第４次千葉市障害者計画では、千葉市地域自立支援協議会運営事務局会議からの提言を踏ま

え、より支援が必要な障害者への支援策を「重点課題」として設定していました。

　本計画では、令和元年度に本市が実施した障害者生活実態・意向調査の結果を踏まえ、これ

らの課題を引き続き重点課題と設定します。 

（１）成年後見制度の利用促進

　　親が健在のうちに、成年後見人候補者を決定するなど、障害者本人の生活状況や趣味・嗜好な

　どを理解して引き継げるよう、本制度の普及啓発を行っていきます。

（２）親亡き後の住居への対応

　　地域生活の受け皿であるグループホームの整備を促進するとともに、重度の障害者に対応で

　きるようグループホームへの支援について検討します。

　　また、親亡き後も障害者が住みなれた我が家での一人暮らしができるよう、法定サービス等の

　充実を図ります。

（３）相談支援体制の充実

　　障害者基幹相談支援センター等において、障害者が住み慣れた地域で暮らしていくために必要

　な相談支援を実施します。また、地域自立支援協議会を中心に障害福祉サービス事業所をはじめと

　する地域の多様な社会資源の参画や協力を得て、ネットワークの構築を推進します。

重点課題Ⅰ　親亡き後を見据えた支援

　強度行動障害などの非常に重度の行動障害のある方たちの受け入れ先が無い状況や、周囲の

方に気づかれにくい発達障害を抱える方、強度ではないが行動障害のある方、更には、症状があ

るものの、診断基準を満たさない状態のいわゆるグレーゾーンといわれる方に対する支援や発

達障害の特性への理解が十分でない状況があります。

　これらの現状に対し、発達障害に関する専門的な相談支援機関が、相談対応に追い付かない

状況であるとともに、地域の関係機関の連携の不足や様々な発達障害の種類に対応した事業所

の不足、強度行動障害者の家族への支援が喫緊の課題となっています。

（１）相談支援体制の充実

　　関係機関への支援（機関支援）を通じて地域の発達障害に関する対応力を向上させるととも

　に、気軽に相談できる場の創出を検討します。

（２）地域の関係機関の連携の仕組みづくり

　　子どもの成長にあわせて、地域で関わる関係機関は変化していくため、成長段階に応じた発達

　障害者本人の情報を関係機関が共有できる仕組みを検討します。

　　また、複数の関係機関が関わる場合、十分な連携が図れるよう、必要に応じて関係者間の会議

　が設けられるなど、連携の強化を検討します。

（３）強度行動障害者への対応

　　強度行動障害者を受け入れる障害福祉サービス事業所等にインセンティブを付与します。

　　また、親や支援者による不適切な対応の積み重ね（合理的配慮の欠如）により発生してしまう

　二次障害を防ぐよう理解を促進することを検討します。

重点課題Ⅱ　発達障害者への支援
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おや　な　　　　あと　　　　し　えん　　　 かん　　　　　 きっ きん　　　 か　だい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　だい　　　　 おや　　　　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そな　　　　 えん かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく　

せい　 ど　　　　ふ　きゅう　けい　はつ およ　　　そう　だん　し　えん　たい せい　　　じゅうじつ　　　ひつ よう

　　　　　　　　　　　　　か　だい　　　たい おう　　　　　　　　　　　　つぎ　　　こう もく　　　じゅうてん てき　　　　と　　　　く　　　　　　 い

　　　だい　　　　じ　 ち　 ば　 し　しょうがい しゃ けい かく　　　　　　　　ち　　ば　 し　　ち　いき　じ　りつ　し　えんきょう ぎ　かい　うん えい 　じ　　む きょくかい　ぎ　　　　　　　 　てい げん　　　　ふ　　　

　　　　　　　　　 し　えん　　　ひつ よう　　　しょうがい しゃ　　　　　　し　えん さく　　　　じゅうてん　か　だい　　　　　　　　　　せっ てい

　　 ほん けい かく　　　　　　　 れい　わ　がん　ねん　ど　　　 ほん　し　　　 じっ　し　　　　　　しょうがい しゃ せい かつ じっ たい　　　 い　こうちょう さ　　　　けっ　か　　　　ふ　　　　　　　　　　　　

　　　　　　か　だい　　　　ひ　　　　つづ　　 じゅうてん　か　だい　　　せっ　てい

　 　　　　おや　　　けん ざい　　　　　　　　　　　　せい ねん こう けん にん こう　ほ　しゃ　　　けっ てい　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ ほん にん　　　せいかつじょうきょう　　 しゅ　み　　　　し　こう　　

　　　　　　　　　り　かい　　　　　　ひ　　　　つ　　　　　　　　　　　　ほん せい　ど　　　　ふ　きゅうけい はつ　　　おこな

　　　　　そう だん　し　えん　たい せい　　　じゅうじつ

　　　　 　しょうがい しゃ　き　かん そう だん　し　えん　　　　　　　　　　とう　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　 す　　　　な　　　　　　ち　いき　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ひつ よう

　　　　　　そう だん　し　えん　　　じっ　し　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき　じ　りつ　し　えんきょう ぎ　かい　　 ちゅうしん　　 しょうがい ふく　し　　　　　　　　　　　じ　ぎょうしょ　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　ち　いき　　　た　よう　　　しゃ かい　し　げん　　　さん かく　　　きょうりょく　　え　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう ちく　　　すい しん

　　きょう　ど　こう どうしょうがい　　　　　　　　　ひ　じょう　　じゅう　ど　　　 こう どうしょうがい　　　　　　　　かた　　　　　　　　　う　　　　い　　　　さき　　　　な　　　じょうきょう　　　 しゅう　い　　　　

かた　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　はっ たつしょうがい　　　かか　　　　　 かた　　きょう　ど　　　　　　　　　　　　　こう どうしょうがい　　　　　　　　かた　　さら　　　　　　　しょうじょう　　　　
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第２部　各　論　

１　相談支援の充実　
２　地域生活支援の充実
３　保健・医療の充実
４　障害児に対する支援の充実
５　理解促進・社会参加の推進・オリパラレガシー　
６　生活環境の整備

◆6つの基本目標

（１）重度の障害者に対応できる障害福祉サービス等の推進

　　医療的ケア等を必要とするなど重度の障害のある方に対応できる事業所や人員の確保に努め

　ます。

（２）専門的な相談支援体制の強化

　　障害が多様化・複雑化していく中で、発達障害者支援センター、こころの健康センターな

　どにおける専門性の高い相談支援体制の充実を図るとともに、地域自立支援協議会などを通

　じて、強度行動障害のある方や医療的ケアを必要とする方などの事例に対応していくための

　相談に応じる職員のスキルアップを図っていきます。

（２）教育機関での対応

　　普通学校に所属する医療的ケア等を必要とするなど重度の障害のある児童に対する看護師巡

　回サービス等の体制を拡充していきます。

　医療的ケアなどの重度の障害に対応できる障害福祉サービス事業所などの不足、専門的な相

談支援機関や計画相談支援事業所の不足、医療と福祉の連携、教育機関での対応、重度の障害者

の意思決定のプロセス確保が喫緊の課題となっています。

　これらの課題に対応するため、次の項目に重点的に取り組んで行きます。

重点課題Ⅲ　重度の障害のある方たちへの支援

（１）身近な相談支援機関の充実

　 　障害者や家族介助者の不安を軽減するとともに、地域で福祉に関する様々な相談を気軽

　にできるよう、障害福祉サービス事業所をはじめとする地域の多様な社会資源の参画や協力

　を得ながら、地域の中で障害者を支えていく仕組みを強化します。

　　また、相談支援機関同士の連携を強化するとともに、障害者への様々な支援が切れ目なく

　提供できる仕組みを構築します。

　　更に、障害福祉サービスや相談支援機関の利用に結びつくよう、その存在や利用方法等に

　ついて周知を図っていきます。

基本目標１　相談支援の充実　
　　　　　　～身近な相談支援機関の充実とその連携～

き　 ほん もく ひょうじゅう てん　 か　 だい　　　　　　 じゅう　ど　　　　しょう がい　　　　　　 　　　かた　　　　　　　　　　　　 し　 えん

そう だん　 し　 えん　　　じゅう じつ　　

　ち　 いき　　せい かつ　 し　 えん　　　じゅう じつ　

　ほ　 けん　　　 　い　りょう　　 じゅう じつ

しょうがい　じ　　　　たい　　　　　 　　し　 えん　　　 じゅう じつ

　り　 かい そく しん　　　　しゃ かい　さん　 か　　　 すい しん　

せい かつ かん きょう　　　せい　 び

　き　 ほん もく ひょう　　　　　　そう だん　 し　 えん　　　じゅう じつ　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み     ぢか　　　  そう　だん　　し　 えん　 き　 かん　　　　じゅう　じつ　　　　　　　　　　 れん　けい

　　　　い　りょうてき　　　　　　　　　　　　じゅう　ど　　　しょうがい　　　たい おう　　　　　　　　しょうがい ふく　し　　　　　　　　　　　 じ　ぎょうしょ　　　　　 　　　ふ　そく　　　せん もん てき　　　そう

だん　 し　えん　き　かん　　　けい かく そう だん　し　えん　じ　ぎょうしょ　　　　ふ　そく　　　い　りょう　　　ふく　し　　　　れん けい　　きょういく　き　かん　　　　　　たい おう　　じゅう　ど　　　しょうがい しゃ

　　　　い　 し　けっ てい　　　　　　　　　　　　　かく　ほ　　　　きっ きん　 　　か　だい

　　　　　　　　　　　　　か　だい　　　たい おう　　　　　　　　　　　　つぎ　 　　こう もく　　　じゅうてん てき　　　　と　　　　く　　　　 　　 い

　　　　　　み　ぢか　　　そう だん　し　えん　き　かん　　　じゅうじつ

　　 　　　　しょうがい しゃ　　　　か　ぞく　かい じょ しゃ　　　　ふ　あん　　　けい げん　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ち　いき　　　ふく　し　　　 かん　　　　　　さま ざま　　　そう だん　　　　き　がる

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　しょうがい ふく　し　　　　　　　　　　　 じ ぎょうしょ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき　　　　た　よう　　　しゃ かい　し　げん　　　さん かく　 　きょうりょく

　　 　　　 え　　　　　　　　　　ち　いき　　　なか　　　しょうがい しゃ　　　ささ　　　　　　　　　　　し　 く　　　　　　きょう　か

　　　　　　　　　　　　　そう だん　し　えん　き　かん　どう　し　　　 れん けい　　　きょう　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　 さま　ざま　　　　し　えん　　　 き　　　　め　　　　　

　　　ていきょう　　　　　　　　し　 く　　　　　　こう ちく

　　　　　　さら　　　　　しょうがい ふく　し　　　　　　　　　　　　　 そう だん　し　えん　き　かん　　　 り　よう　　　むす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そん ざい　　　　り　よう　ほう　ほう　とう　　

　　　　　　　　　　　しゅう　ち　　　 はか

　　　　　じゅう　ど　　　しょうがい しゃ　　　たい おう　　　　　　　　しょうがいふく　し　　　　　　　　　　　 とう　 　　すい しん

　　　　　　　い　りょうてき　　　　　 とう　　　ひつ よう　　　　　　　　　　　　　じゅう　ど　　　しょうがい　　　　　　　　かた　　　たい おう　　　　　　　　　じ　ぎょうしょ　　　じん いん　　　　かく　ほ　　　　つと

　　　　　きょういく　き　かん　　　　　　たい おう

　　　 　　　ふ　つう がっ こう　　　　しょ ぞく　　　 　　　い　りょうてき　　　 　　とう　　　　ひつ よう　　　　　　　　　　　　　じゅう　ど　　　しょうがい　　　　　　　　　じ　どう　　　たい　　　　　　かん　ご　 し じゅん

　　　かい　　　　　　　　　　　とう　　　たい せい　　　かくじゅう

　　　　　せん もん てき　　　そう だん　し　えん　たい せい　　 きょう　か

　　 　　 しょうがい　　　　た　よう　か　　　 ふく ざつ　か　　　　　　　　　　　なか　　　　　はっ たつしょうがい しゃ　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けん こう　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　せん もん せい　　　たか　　　そう だん　し　えん　たい せい　　　じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　　 ち　いき　じ　りつ　し　えんきょう　ぎ　かい　　　　　　　　つう

　　　　　　　　　　きょう　ど　こう　どうしょうがい　　　　　　　　かた　　　 い　りょうてき　　　　　　　　ひつ よう　　　　　　　　かた　　　　　　　　 じ　れい　　　たい おう　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　そう 　だん　　　おう　　　　　しょくいん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はか
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（３）権利擁護の推進

　　障害者が地域で安心して自立した生活を送れるよう、障害者の権利を擁護する様々な制度の

　利用を促進するとともに、障害者虐待については、被虐待者への対応と同時に、家族や事業所等

　への支援も行い、再発防止に努めます。

（４）情報提供の充実

　　障害者が利用できる各種福祉サービスはもとより生活に関わる情報まで、広報紙やインター

　ネット等を通じて的確な情報提供を行います。

　　その際、カラーユニバーサルデザイン等に配慮したり、音声コードを付したりするなど、視覚

　障害や聴覚障害などの特性に配慮した情報提供、意思疎通に配慮します。

　　また、障害者が意思疎通のための手段について選択する機会が確保され、円滑に意思表示やコ

　ミュニケーションが行うことができるよう、手話通訳者など障害者のコミュニケーション支援

　に関する知識・技能をもった支援者の養成及び派遣体制を充実することにより、障害者の社会

　参加を促進します。

（１）自立した地域生活への支援・促進

　　必要な時に必要なサービスを利用しながら地域で自立した生活をおくれるよう、訪問系・日

　中活動系・居住系サービスなどの障害福祉サービス及び地域生活支援事業をより充実させると

　ともに、サービス等利用計画の作成体制の充実を図ります。

（２）日中活動の場、生活の場の確保

　　福祉施設や精神科病院からの地域生活への移行を促進するため、関係機関が連携して支援を

　行います。また、地域生活への移行については、地域で安心した暮らしを継続することができる

　よう、グループホームその他の障害福祉サービス事業所の整備を進めるとともに、地域活動支援

　センターなどの日中活動の場、生活の場の確保に努めます。

（３）福祉用具利用支援の充実

　　障害者が地域で自立して生活していくために、補装具費及び日常生活用具費の適切な支給や

　障害者福祉センターにおける各種福祉機器の情報提供を充実し、障害者の自立や社会参加を促

　進します。

（４）経済的支援の充実

　　障害者への経済的な支援として福祉手当、医療費助成など、各種の手当や助成を行うほか、日

　常生活における経済的負担の軽減等に努めます。

基本目標２　地域生活支援の充実　
　　　　　　～自立した生活を営むための支援の充実～

　き　 ほん　もく ひょう　　　　　 　ち　いき　せい　かつ　し　えん　　　じゅうじつ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　じ　りつ　　　　　　 せい　かつ　　　いとな　　　　　　　　　　　　し　えん　　　じゅうじつ

　　　　　けん　り　よう　ご　　　 すい しん

　　　　　しょうがい しゃ　　　　ち　いき　　　あん しん　　　　　　じ　りつ　　　　　 せい かつ　　　おく　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　けん　り　　　 よう　ご　　　　　　さま ざま　　　せい　ど　　　

　　　り　よう　　　そくしん　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがい しゃぎゃくたい　　　　　　　　　　　　　　　ひぎゃく たい しゃ　　　　　　たい おう　　　どう　じ　　　　　 か　ぞく　　　　じぎょうしょ　とう

　　　　　　　　　し　えん　　　おこな　　　 さい はつ ぼう　し　　　 つと

　　　　　じょうほうていきょう　　じゅうじつ

　　　　　　しょうがい しゃ　　　　り　よう　　　　　　　　かく しゅ ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい かつ　　　かか　　　　　じょうほう　　　　　　　 こう ほう　し　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　とう　　　つう　　　　　 てき かく　　　じょうほう ていきょう　　おこな

　　　　　　　　　　　さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　　　はい りょ　　　　　　　　　　おん せい　　　　　　　　　　　ふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　かく

　　しょうがい　　 ちょうかくしょうがい　　　　　　　　とく せい　　　はい りょ　　　　　じょうほうていきょう　　い　 し　　そ　つう　　　はい りょ

　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　い　 し　 そ　つう　　　　　　　　　　 しゅ だん　　　　　　　　　　 せん たく　　　　　　き　かい　　　かく　ほ　　　　　　　　えん かつ　　　　い　 し　ひょう　じ　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅ　わ　つう　やく しゃ　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　えん

　　　　　かん　　　　　　ち　しき　　　ぎ　のう　　　　　　　　　　　し　えん しゃ　　　よう せい　およ　　　　は　けん　たい せい　　　じゅうじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがい しゃ　　　しゃかい

　　　さん　か　　　　そく しん

　　　　　　じ　りつ　　　　　　ち　いきせい かつ　　　　　　し　えん　　　そく しん

　　　　　　ひつ よう　　　とき　　　ひつ よう　　　　　　　　　　　　　　　　り　よう　　　　　　　　　　　ち　いき　　　じ　りつ　　　　　　せい かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほう もん けい　　　にっ

　　ちゅうかつどう けい　　　きょじゅうけい　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい ふく　し　　　　　　　　　　　およ　　　　ち いき せい かつ　し　えん　じ　ぎょう　　　　　　　じゅうじつ　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とう　り　よう けい かく　　　さく　せい　たい せい　　　じゅうじつ　　　はか

　　　　　にっちゅうかつ どう　　　　ば　　せい かつ　　　　ば　　　かく　ほ

　　 　　　ふく　し　 し　せつ　　　せい　しん　か　びょういん　　　　　　　　ち　いき せい かつ　　　　　　い　こう　　　そく しん　　　　　　　　　　　　 かん　けい　き　かん　　　れん　けい　　　　　　し　えん　　

　　おこな　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき せい かつ　　　　　　い　こう　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき　　　あんしん　　　　　　く　　　　　　　　　けい ぞく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　　しょうがい ふく　し　　　　　　　　　　　じ　ぎょうしょ　　　せい　び　　　　すす　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　いき かつどう　し えん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にっちゅうかつどう　　　　ば　　せい かつ　　　　ば　　　　かく　ほ　　　 つと

　　　　　ふく　し　よう　ぐ　 り　よう　し　えん　　　じゅうじつ

　　　　しょうがい しゃ　　　　ち　いき　　　じ　りつ　　　　　 せい　かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　そう　ぐ　 ひ　およ　　　にちじょうせいかつ よう　ぐ　 ひ　　　 てき　せつ　　　　し　きゅう　　

　　しょうがい しゃ ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく しゅ ふく　し　 き　 き　　　じょうほう ていきょう　　じゅうじつ　　　　　しょうがい しゃ　　　 じ　りつ　　　しゃかい さん　か　　　 そく

　　　しん

　　　　　けい ざい てき　し　えん　　じゅうじつ

　　　　　しょうがい しゃ　　　　　 けい ざい てき　　　　し　えん　　　　　　　　ふく　し　て　あて　　 い　りょう　ひ　じょ せい　　　　　　　　かく しゅ　　　 て　あて　　　じょ せい　　　おこな　　　　　　　　　にち

　　じょうせいかつ　　　　　　　　　　 けい ざい てき　ふ　たん　　　けい げんとう　　　つと
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　　障害者が地域で安心して自立した生活を送れるよう、障害者の権利を擁護する様々な制度の

　利用を促進するとともに、障害者虐待については、被虐待者への対応と同時に、家族や事業所等

　への支援も行い、再発防止に努めます。

（４）情報提供の充実

　　障害者が利用できる各種福祉サービスはもとより生活に関わる情報まで、広報紙やインター

　ネット等を通じて的確な情報提供を行います。

　　その際、カラーユニバーサルデザイン等に配慮したり、音声コードを付したりするなど、視覚

　障害や聴覚障害などの特性に配慮した情報提供、意思疎通に配慮します。

　　また、障害者が意思疎通のための手段について選択する機会が確保され、円滑に意思表示やコ

　ミュニケーションが行うことができるよう、手話通訳者など障害者のコミュニケーション支援

　に関する知識・技能をもった支援者の養成及び派遣体制を充実することにより、障害者の社会

　参加を促進します。

（１）自立した地域生活への支援・促進

　　必要な時に必要なサービスを利用しながら地域で自立した生活をおくれるよう、訪問系・日

　中活動系・居住系サービスなどの障害福祉サービス及び地域生活支援事業をより充実させると
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　　障害者への経済的な支援として福祉手当、医療費助成など、各種の手当や助成を行うほか、日
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　　　　しょうがい しゃ　　　　ち　いき　　　じ　りつ　　　　　 せい　かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　そう　ぐ　 ひ　およ　　　にちじょうせい かつ よう　ぐ　 ひ　　　 てき　せつ　　　　し　きゅう　　

　　しょうがい しゃ ふく　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく しゅ ふく　し　 き　 き　　　じょうほう ていきょう　　じゅうじつ　　　　　しょうがい しゃ　　　 じ　りつ　　　しゃ かい さん　か　　　 そく
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（１）障害の原因となる疾病等の予防と早期の対応の充実

　　生活習慣病など、障害の原因となる疾病等を予防し、早期に対応するため、各種健康診査や予

　防接種などを実施するほか、障害の軽減等に必要な受診を支援することにより、生涯を通じた健

　康維持・増進を支援します。

（２）地域での医療体制等の充実

　　医療機関の受診にあたり、特に配慮が必要な方に対応するため、休日・夜間における救急体制、

　訪問による診療体制等の充実を図ります。

　　また、地域生活への移行後における精神障害者や依存症者への支援を充実し、地域への円滑な

　移行と定着を進めるとともに、発達障害に関する研修を実施し、対応力の向上を図ります。

基本目標３　保健・医療の充実　
　　　　　　～保健や医療分野との効果的な連携と地域包括ケアシステムの構築～

（１）相互理解の推進

　　障害者団体との連携等により、「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」と

　いう当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害のある人もない人も、お互いに障害の有無にと

　らわれることなく社会で共に暮らしていくことが日常となるように、障害者への差別をなくし、

　正しい理解の普及に努めるとともに、障害のある人とない人の交流機会を充実することにより

　相互理解の推進を図ります。

　　また、福祉講話等の学校における取組みを充実することにより、次世代を担う子どもたちに対

　する理解の促進に努めます。

　　更に、障害を理由とする差別は、障害者の自立又は社会参加に深刻な悪影響を与えるものであ

　ることから、社会のあらゆる場面において、その解消に努めていきます。

（２）スポーツ・文化活動の支援及び交流の促進

　　障害のある人もない人もスポーツや文化活動を通じて交流することができるよう様々なイベ

　ントを開催するとともに、障害者がスポーツ活動に参加しやすくなるよう取り組むとともに、健

　康増進を図ることを支援します。

　　また、地域のスポーツ施設、障害者福祉センター、療育センターふれあいの家等において、ス

　ポーツ・文化活動の機会を確保するとともに、健康づくりや生きがいづくりに繋がるよう活動

　事業の内容の充実を図り、より多くの障害者の参加を促進します。

（３）一般就労の支援

　　障害者の一般就労に向けて、就労相談、職業訓練、実習、就労後の定着のための支援等の事業に

　取り組むほか、障害者の福祉施設から一般就労への移行など、福祉、教育、労働などの関係機関の

　連携強化に取り組みます。

　　また、企業等に対し障害者雇用についての一層の理解と協力を求めて行きます。

（４）福祉的就労の支援

　　障害の程度等により、企業等での就労が困難な障害者に対して、障害者就労施設等の活動の場

　を確保する一方、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針に基づき、市の

　優先調達を推進するほか、授産製品の販路拡大、障害者就労施設等の経営指導や共同受注などへ

　の支援を行い、工賃向上を図ります。

基本目標５　理解促進・社会参加の推進・オリパラレガシー
　　　　　　～心のバリアフリーとレガシーの継承～

（１）早期発見・早期療育の体制の整備

　　乳幼児期における障害の早期発見・早期療育のため、療育センター等での検査・判定機能の

　充実を図るとともに、関連機関との連携により、ペアレントトレーニングなどを通じて、障害児

　の保護者に対する支援を強化します。

（３）学校教育の充実

　　早期からの教育相談や就学相談の充実を図るとともに、個に応じた教育支援計画を作成し、福

　祉や医療等との連携を図り、継続性、一貫性のある指導・支援の充実を図ります。また、医療的ケ

　アや常時介護を必要とする児童への支援、専門的な知識・経験を有する相談員等の学校への派

　遣をするほか、教室の改修や備品の整備などにより、特別な教育的ニーズのある児童生徒の教育

　環境を整えます。

（２）障害児支援の充実

　　障害児に対し、療育センターの専門的療育の充実を図るとともに、障害児保育、幼稚園での特

　別支援教育、児童発達支援などの各種サービスの実施体制を強化します。

基本目標４　障害児に対する支援の充実　
　　　　　　～子どもの成長に合わせた切れ目のない支援体制の構築～

　き　 ほん　もく　ひょう　　　　　　　ほ　けん　　　　い　りょう　　　じゅう じつ

　ほ　 けん　　　　い　りょう　ぶん　 や　　　　　　　こう　 か　 てき　　　　れん　けい　　　 ちい　 き　 ほう　かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こう　ちく

　き　 ほん もく ひょう　　　　　 　り　かい そく しん　　　　しゃ かい さん　 か　　　　すい しん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいしょう

き　　ほん もく ひょう　　　　 　しょうがい　 じ　　　　たい　　　　　　　し　えん　　　 じゅうじつ

こ　　　　　　　　　 せい ちょう　　　　あ　　　　　　　　　　き　　　　 め　　　　　　　　　　 し　 えん たい せい　　　 こう ちく

　　　　　しょうがい　　　げん いん　　　　　　　　しっ ぺい とう　　　　よ　ぼう　　　そう　き　　　 たい　おう　　　じゅうじつ

　　　　　　せい かつしゅうかんびょう　　　　　　　しょうがい　　　げん いん　　　　　　　　しっ ぺい とう　　　 よ　ぼう　　　　 　そう　き　　　　たい　おう　　　　　　　　　　　　かく しゅ けん こう しん　さ　　　　よ　

　　　ぼう せっ しゅ　　　　　　　　じっ　し　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　けい げん とう　　　ひつ よう　　　じゅ しん　　　 し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　つう　　　　　 けん

　　　こう　い　 じ　　　　ぞう しん　　　　し　えん

　　　　　ちい　き　　　　　　 い　りょうたい せい とう　　　じゅうじつ

　　　　　　い　りょう　き　かん　　　じゅ しん　　　　　　　　　　　　とく　　　はい りょ　　　ひつ よう　　　かた　　　たい おう　　　　　　　　　　　きゅうじつ　　　や　かん　　　　　　　　　　きゅうきゅうたいせい　

　　　ほう もん　　　　　　　　しん りょうたい せい とう　　　じゅうじつ　　　はか

　　　　　　　　　　 　　ち　いき せい かつ　　　　　　い　こう　ご　　　　　　　　　　　せい しんしょうがい しゃ　　　 い　ぞんしょうしゃ　　　　　　し　えん　　 じゅうじつ　　　　　ち　いき　　　　　 えん かつ　　　

　　　い　こう　　　ていちゃく　　　すす　　　　　　　　　　　　　　　　 はっ たつしょうがい　　　かん　　　　　 けんしゅう　　 じっ　し　　　　　たい おうりょく　　 こうじょう　　 はか

　　　　　そう　き　はっ けん　　　そう　き　りょういく　　　たい せい　　　せい　び

　　 　　　にゅうよう　じ　 き　　　　　　　　　　 しょうがい　　　そう　き　はっ けん　　　そう　き　りょういく　　　　　　　　　 　りょういく　　　　　　　　　　 とう　　　　　　けん　さ　　　 はん　てい　 き　のう　　　

　　　じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　　かん れん　き　かん　　　　　　れん けい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つう　　　　　　 しょうがい　じ　

　　　　　　　ほ　 ご 　しゃ　　　たい　　　　　　し　えん　　 きょう　か

　　　　　　がっ こうきょういく　　　じゅうじつ

　　　　　　そう　き　　　　　　　　きょういく そう だん　　　しゅうがく そう だん　　 じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　 おう　　　　　きょういく　し　えん けい かく　　　さく せい　　　　 ふく

　　　し　　　　い　りょうとう　　　　　 れん けい　　　はか　　　　　けい ぞく せい　　いっ かん せい　　　　　　　　 し　どう　　　 し　えん　　 じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　　　い りょうてき　　

　　　　　　　　じょう じ　かい　ご　　　 ひつ よう　　　　　　　　 じ　どう　　　　　　し　えん　　 　せん もん てき　　　 ち　しき　　　けい けん　　　ゆう　　　　　 そう だん いん とう　　　がっ こう　　　　　 は　

　　　けん　　　　　　　　　　　　　　きょうしつ　　　かい しゅう　　　び　ひん　　　せい　び　　　　　　　　　　　　　　　とく べつ　　　きょういく てき　　　　　　　　　　　　　　　　じ　どう せい　と　　　きょういく

　　　かんきょう　　ととの

　　　　　しょうがい　じ　 し　えん　　 じゅうじつ
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　　　 じ ぎょう　　　ない よう　　 じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　おお　　　　　しょうがい しゃ　　　さん　か　　　　そく しん

　　　　　いっ ぱんしゅうろう　　　 し　えん

　　　　　しょうがい しゃ　　　いっ ぱんしゅうろう　　　 む　　　　　　　しゅうろう そう だん　　しょくぎょうくんれん　　じっしゅう　しゅうろう　ご　　　 ていちゃく　　　　　　　　　　 し　えん とう　　　 じぎょう　　　

　　　 と　　　　く　　　　　　　　　 しょうがい しゃ　　　ふく　し　 し　せつ　　　　　 いっ ぱんしゅうろう　　　　　　い　こう　　　　　　　ふく　し　　 きょういく　　ろう どう　　　　　　　　かん けい　き　かん　　　

　　　れん けいきょう　か　　　　と　　　　く

　　　　　　　　　 　　　き　ぎょうとう　　　たい　　 しょうがい しゃ　こ　よう　　　　　　　　　　　　　いっ そう　　　　り　かい　　　きょうりょく　　 もと　　　　　　い

　　　　　ふく　し　てきしゅうろう　　　 し　えん
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　　 　　　かく　ほ　　　　　　いっ ぽう　　しょうがい しゃしゅうろう　し　せつ とう　　　　　　　　ぶっ ぴん とう　　　ちょうたつ　　　すい しん　　　はか　　　　　　　　　　　ほう しん　　　もと　　　　　　　 し　　　

　　　ゆう せんちょう たつ　　　すい しん　　　　　　　　　　　　　じゅ さん せい ひん　　　はん　ろ　かく だい　　しょうがい しゃしゅうろう　し　せつ とう　　　けい えい　し　どう　　 きょうどう じゅちゅう　　　　　　　

　　　　　　し　えん　　　おこな　　 こう ちん こうじょう　　　はか
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第２部　各　論　

（１）障害の原因となる疾病等の予防と早期の対応の充実

　　生活習慣病など、障害の原因となる疾病等を予防し、早期に対応するため、各種健康診査や予

　防接種などを実施するほか、障害の軽減等に必要な受診を支援することにより、生涯を通じた健

　康維持・増進を支援します。

（２）地域での医療体制等の充実

　　医療機関の受診にあたり、特に配慮が必要な方に対応するため、休日・夜間における救急体制、

　訪問による診療体制等の充実を図ります。

　　また、地域生活への移行後における精神障害者や依存症者への支援を充実し、地域への円滑な

　移行と定着を進めるとともに、発達障害に関する研修を実施し、対応力の向上を図ります。

基本目標３　保健・医療の充実　
　　　　　　～保健や医療分野との効果的な連携と地域包括ケアシステムの構築～

（１）相互理解の推進

　　障害者団体との連携等により、「命の重さは障害の有無によって少しも変わることはない」と

　いう当たり前の価値観を社会全体で共有し、障害のある人もない人も、お互いに障害の有無にと

　らわれることなく社会で共に暮らしていくことが日常となるように、障害者への差別をなくし、

　正しい理解の普及に努めるとともに、障害のある人とない人の交流機会を充実することにより

　相互理解の推進を図ります。

　　また、福祉講話等の学校における取組みを充実することにより、次世代を担う子どもたちに対

　する理解の促進に努めます。

　　更に、障害を理由とする差別は、障害者の自立又は社会参加に深刻な悪影響を与えるものであ

　ることから、社会のあらゆる場面において、その解消に努めていきます。

（２）スポーツ・文化活動の支援及び交流の促進

　　障害のある人もない人もスポーツや文化活動を通じて交流することができるよう様々なイベ

　ントを開催するとともに、障害者がスポーツ活動に参加しやすくなるよう取り組むとともに、健

　康増進を図ることを支援します。

　　また、地域のスポーツ施設、障害者福祉センター、療育センターふれあいの家等において、ス

　ポーツ・文化活動の機会を確保するとともに、健康づくりや生きがいづくりに繋がるよう活動

　事業の内容の充実を図り、より多くの障害者の参加を促進します。

（３）一般就労の支援

　　障害者の一般就労に向けて、就労相談、職業訓練、実習、就労後の定着のための支援等の事業に

　取り組むほか、障害者の福祉施設から一般就労への移行など、福祉、教育、労働などの関係機関の

　連携強化に取り組みます。

　　また、企業等に対し障害者雇用についての一層の理解と協力を求めて行きます。

（４）福祉的就労の支援

　　障害の程度等により、企業等での就労が困難な障害者に対して、障害者就労施設等の活動の場

　を確保する一方、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針に基づき、市の

　優先調達を推進するほか、授産製品の販路拡大、障害者就労施設等の経営指導や共同受注などへ

　の支援を行い、工賃向上を図ります。

基本目標５　理解促進・社会参加の推進・オリパラレガシー
　　　　　　～心のバリアフリーとレガシーの継承～

（１）早期発見・早期療育の体制の整備

　　乳幼児期における障害の早期発見・早期療育のため、療育センター等での検査・判定機能の

　充実を図るとともに、関連機関との連携により、ペアレントトレーニングなどを通じて、障害児

　の保護者に対する支援を強化します。

（３）学校教育の充実

　　早期からの教育相談や就学相談の充実を図るとともに、個に応じた教育支援計画を作成し、福

　祉や医療等との連携を図り、継続性、一貫性のある指導・支援の充実を図ります。また、医療的ケ

　アや常時介護を必要とする児童への支援、専門的な知識・経験を有する相談員等の学校への派

　遣をするほか、教室の改修や備品の整備などにより、特別な教育的ニーズのある児童生徒の教育

　環境を整えます。

（２）障害児支援の充実

　　障害児に対し、療育センターの専門的療育の充実を図るとともに、障害児保育、幼稚園での特

　別支援教育、児童発達支援などの各種サービスの実施体制を強化します。

基本目標４　障害児に対する支援の充実　
　　　　　　～子どもの成長に合わせた切れ目のない支援体制の構築～

　き　 ほん　もく　ひょう　　　　　　　ほ　けん　　　　い　りょう　　　じゅう じつ

　ほ　 けん　　　　い　りょう　ぶん　 や　　　　　　　こう　 か　 てき　　　　れん　けい　　　 ちい　 き　 ほう　かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こう　ちく

　き　 ほん もく ひょう　　　　　 　り　かい そく しん　　　　しゃ かい さん　 か　　　　すい しん　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こころ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいしょう

き　　ほん もく ひょう　　　　 　しょうがい　 じ　　　　たい　　　　　　　し　えん　　　 じゅうじつ

こ　　　　　　　　　 せい ちょう　　　　あ　　　　　　　　　　き　　　　 め　　　　　　　　　　 し　 えん たい せい　　　 こう ちく

　　　　　しょうがい　　　げん いん　　　　　　　　しっ ぺい とう　　　　よ　ぼう　　　そう　き　　　 たい　おう　　　じゅうじつ

　　　　　　せい かつしゅうかんびょう　　　　　　　しょうがい　　　げん いん　　　　　　　　しっ ぺい とう　　　 よ　ぼう　　　　 　そう　き　　　　たい　おう　　　　　　　　　　　　かく しゅ けん こう しん　さ　　　　よ　

　　　ぼう せっ しゅ　　　　　　　　じっ　し　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　けい げん とう　　　ひつ よう　　　じゅ しん　　　 し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　　　つう　　　　　 けん

　　　こう　い　 じ　　　　ぞう しん　　　　し　えん

　　　　　ちい　き　　　　　　 い　りょうたい せい とう　　　じゅうじつ

　　　　　　い　りょう　き　かん　　　じゅ しん　　　　　　　　　　　　とく　　　はい りょ　　　ひつ よう　　　かた　　　たい おう　　　　　　　　　　　きゅうじつ　　　や　かん　　　　　　　　　　きゅうきゅうたいせい　

　　　ほう もん　　　　　　　　しん りょうたい せい とう　　　じゅうじつ　　　はか

　　　　　　　　　　 　　ち　いき せい かつ　　　　　　い　こう　ご　　　　　　　　　　　せい しんしょうがい しゃ　　　 い　ぞんしょうしゃ　　　　　　し　えん　　 じゅうじつ　　　　　ち　いき　　　　　 えん かつ　　　

　　　い　こう　　　ていちゃく　　　すす　　　　　　　　　　　　　　　　 はっ たつしょうがい　　　かん　　　　　 けんしゅう　　 じっ　し　　　　　たい おうりょく　　 こうじょう　　 はか

　　　　　そう　き　はっ けん　　　そう　き　りょういく　　　たい せい　　　せい　び

　　 　　　にゅうよう　じ　 き　　　　　　　　　　 しょうがい　　　そう　き　はっ けん　　　そう　き　りょういく　　　　　　　　　 　りょういく　　　　　　　　　　 とう　　　　　　けん　さ　　　 はん　てい　 き　のう　　　

　　　じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　　かん れん　き　かん　　　　　　れん けい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つう　　　　　　 しょうがい　じ　

　　　　　　　ほ　 ご 　しゃ　　　たい　　　　　　し　えん　　 きょう　か

　　　　　　がっ こうきょういく　　　じゅうじつ

　　　　　　そう　き　　　　　　　　きょういく そう だん　　　しゅうがく そう だん　　 じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　　こ　　　 おう　　　　　きょういく　し　えん けい かく　　　さく せい　　　　 ふく
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　　　　　しょうがい　じ　　　　たい　　　　 りょういく　　　　　　　　　　　　 せん もん てきりょう いく　　 じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　じ　 ほ　いく　　よう　ち　えん　　　　　 とく

　　　べつ　し　えんきょういく　　じ　どう はっ たつ　し　えん　　　　　　　　かく しゅ　　　　　　　　　　　　　じっ　し　たい せい　　　きょう か

　　　　　 そう　ご　 り　かい　　　すい しん

　　　　　　しょうがい しゃ だん たい　　　　　　れん けい とう　　　　　　　　　　　いのち　 おも　　　　 しょうがい　　　 う　 む　　　　　　　　　　　すこ　　　　　　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　 あ　　　　　　まえ　　　　か　　ち 　かん　　　しゃ かい ぜん たい　　　きょうゆう　　　　　しょうがい　　　　　　　　ひと　　　　　　　　ひと　　　　　　 　たが　　　　 　しょうがい　　　 う　 む　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゃ かい　　　とも　　　 く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にちじょう　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　さ　べつ　　　　　　　　　　　

　　　ただ　　　　　　り　かい　　　 ふ　きゅう　　 つと　　　　　　　　　　　　　　　　　 しょうがい　　　　　　　　ひと　　　　　　　　ひと　　 こうりゅう　き　かい　　 じゅうじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　そう　ご　　り　かい　　　すい しん　　　はか

　　　　　　　　　　　　ふく　し　こう　わ　とう　　　がっ こう　　　　　　　　　　 とり　く　　　　　 じゅうじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 じ　 せ　だい　　　にな　　　 こ　　　　　　　　　　　　　たい　

　　　　　　　　り　かい　　　そく しん　　　つと

　　　　　 さら　　　　　しょうがい　　　 り　ゆう　　　　　　　　 さ　べつ　　　　しょうがい しゃ　　　　じ　りつ また　　　しゃ かい さん　か　　　 しん こく　　　あく えいきょう　　 あた　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　 　　　しゃ かい　　　　　　　　　　　　　 ば　めん　　　　　　　　　　　　　　　　 かいしょう　　　つと

　　　　　 　　　　　　　　　　　　 ぶん　か　かつ どう　　　　し　えん およ　　　こうりゅう　　 そく しん

　　　　　　しょうがい　　　　　　　　ひと　　　　　　　　ひと　　　　　　　　　　　　　　　　ぶん　か　かつ どう　　　つう　　　　　 こうりゅう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さま ざま　　　　　　　　

　　　　　　　 　　　かい さい　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　かつ　どう　　　さん　か　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と　　　　く　　　　　　　　　　　　　　 　けん  

　　　こう ぞう しん　　　はか　　　　　　　　　　　し　えん

　　　　　　　　　　　　　ち　いき　　　　　　　　　　　　　 し　せつ　　しょうがい しゃ ふく　し　　　　　　　　　　　　りょういく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 いえ とう　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　ぶん　か　かつ　どう　　　　き　かい　　　かく　ほ　　　　　　　　　　　　　　　　　　 けん こう　　　　　　　　　　　い　　　　　　　　　　　　　　　　　　つな　　　　　　　　　　　かつ どう　

　　　 じ ぎょう　　　ない よう　　 じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　おお　　　　　しょうがい しゃ　　　さん　か　　　　そく しん

　　　　　いっ ぱんしゅうろう　　　 し　えん

　　　　　しょうがい しゃ　　　いっ ぱんしゅうろう　　　 む　　　　　　　しゅうろう そう だん　　しょくぎょうくんれん　　じっしゅう　しゅうろう　ご　　　 ていちゃく　　　　　　　　　　 し　えん とう　　　 じぎょう　　　
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　　　　　ふく　し　てきしゅうろう　　　 し　えん

　　 　　　しょうがい　　　てい　ど　とう　　　　　　　　　　　き　ぎょうとう　　　　　しゅうろう　　　こん なん　　　しょうがい しゃ　　　たい　　　　　　　しょうがい しゃしゅうろう　し　せつ とう　　　かつ どう　　　 ば　
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第２部　各　論　

（１）住環境の整備

　　障害者の生活の場を確保するため、住宅のバリアフリー化を促進するとともに、グループホー

　ムの整備を促進します。

　　また、障害者のグループホームの家賃助成を行い、経済的負担を軽減します。

（５）ボランティア活動の促進

　　障害者へのボランティア活動にあたり必要となる基本的知識や技能の習得に関する講座など

　を開催するとともに、様々な活動機会を提供することにより、市民のボランティア活動への参加

　を促進します。

（６）オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とした取組みとレガシーとしての継承

　　東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として取り組んだ事業をレガ

　シーとして継承し、更なる障害者への理解促進と社会参加促進を図ります。

　　障害者が地域で自立した生活を営むために、居住の場であるグループホームの整備を進め

　るほか、地域移行に向けた相談機能を一層充実させるとともに、関係機関との連携を強化す

　ることにより、安心して暮らしていくための仕組みを強化します。

　　市内の精神科病院や地域の事業所等と連携しながら、入院後３か月、６か月、１年時点にお

　ける入院長期化の理由及び背景を分析し、地域での受け皿調整や、その他必要な対応につい

　て協議、実施をしていきます。あわせて、当事者等を対象とした地域移行支援プログラムや、

　退院及び地域移行支援に携わる職員等に向けた研修会を開催するなどの取組みを行います。

（２）公共施設等の整備

　　公共施設はもとより、公共性の高い施設等の建築主に対して指導や助言を行うことなどによ

　り、オストメイト対応トイレ設備の整備など、バリアフリー化の取組みを促進します。

　　また、障害者の意見を取り入れながら施設設備の改修等を進めます。

（３）安全な交通の確保

　　障害者がバリアを感じることなく気軽に外出できるよう、歩道や、公共交通機関などのバリア

　フリー化を進める一方、交通マナーの普及や放置自転車対策など、安全な交通環境の確保に努め

　ます。

（４）防犯・防災体制の整備

　　障害者が地域において安心して暮らせるよう、防犯街灯の設置・維持管理に対する助成や市

　民防犯活動を支援します。

　　また、災害発生時の救援・救助体制、避難支援体制を構築するほか、避難所における支援の充

　実を図ります。

基本目標６　生活環境の整備　～社会的障壁の除去と安心・安全な環境づくり～

◆成果目標

第 3部第 3部 障害福祉サービスの見込量等
（第６期千葉市障害福祉計画）
障害福祉サービスの見込量等
（第６期千葉市障害福祉計画）

１　施設入所者の地域生活への移行

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

項　目

地域生活移行者数 令和元年度末時点の施設入所者数 (537 人 ) の 6％以上33 人以上

目標値 備　考

項　目

精神病床における早期退院率

69％以上

86％以上

92％以上

入院後３か月時点

入院後６か月時点

入院後１年時点

目標値

　き　 ほん もく ひょう　　　　　　せい かつ かん きょう　　　せい　 び　　　　　　　しゃ　かい　てき　しょうへき　　　 じょ　きょ　　　　あん しん　　　 あん ぜん　　　　かん きょう　　　

せい　 か　 もく ひょう

　し　せつ にゅうしょ しゃ　　 　ち　いき せい かつ　　　　　　い　こう

　せい しん しょうがい　　　 　　たい おう　　　　　　　ち　いき　ほう かつ　　　　　　　　　　　　　　 　　　 こう ちく

だい　　　　　　　　　　　ぶ
しょう　がい　　ふく　　　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　み　　 こみ　 りょう　 とう

だい　　　　　　　き　　　 ち　　　ば　　　し　　しょう　 がい　　ふく　　　し　　 けい　　かく

ち　いきせいかつ い こうしゃすう

こう　 　もく

こう　 　もく

　もくひょうち び 　　　こう

もくひょうち

にん い じょう れい　わ　がん ねん ど まつ じ てん　 し せつにゅうしょしゃすう　 　　 にん　　　　　　ぱーせんといじょう

せい しんびょうしょう　　　　　　　そう　き　たいいんりつ

　にゅういん ご　　　　　げつ じ てん

　にゅういん ご　　　　　　げつ じ てん

　にゅういん ご　　　　ねん じ てん

ぱーせんといじょう

ぱーせんといじょう

ぱーせんといじょう

　　　　　じゅうかんきょう　　せい　び

　　　　　　しょうがい しゃ　　　せい かつ　　　　ば　　 　かく　ほ　　　　　　　　　　　　　じゅうたく　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　そく しん

　　　　　　　 せい　び　　　 そく しん

　　　　　　　　　　　 しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　や　ちん じょ せい　　　おこな　　　 けい ざい てき　ふ　 たん　　　けい げん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ どう　　　そく しん

　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ　どう　　　　　　　　　　　ひつ　よう　　　　　　　　　き　ほん　てき　ち　しき　　　　ぎ　のう　　 しゅうとく　　　かん　　　　　　こう　ざ　　　　　　

　　　　　かい　さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　さま　ざま　　　かつ　どう　き　かい　　　ていきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　みん　　　　　　　　　　　　　　　　　 かつ　どう　　　　　　さん　か　

　　　　　　そく　しん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう　ぎ　たい　かい　　　けい　き　　　　　　　　 とり　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいしょう

　　　　　　とうきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう　ぎ　たい　かい　　　けい　き　　　　　　　　　と　　　　く　　　　　　　じ ぎょう　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　けいしょう　　　　さら　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　り　かい そく しん　　　しゃ かい さん　か　そく　しん　　　はか

　　　　　こうきょう し　せつ とう　　 せい　び

　　　 　　　こうきょう し　せつ　　　　　　　　　　　　　　　 こうきょうせい　　　 たか　　　 し　せつ とう　　　 けん ちく ぬし　　　　たい　　　　　　 し　どう　　　じょ げん　　 おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい おう　　　　　　　　 せつ　 び　　 　せい　 び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　　 　 とり　く　　　　　　そく しん

　　　　　 　　　　　　しょうがい しゃ　　　　い　けん　　 　と　　 　　い　　　　　　　　　　　 し　せつ せつ　 び　　　 かい しゅうとう　　　 すす

　　　　　 あん ぜん　　　　こう つう　　　かく　ほ

　　 　　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　 き　がる　　　がいしゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　どう　　　　　こうきょうこう つう　き　かん　　　

　　　　　　　　　　　か　　　 すす　　　       いっ ぽう　　    こう つう　　　　　　　            ふ きゅう　　  ほう　ち　　じ　てん しゃ たい さく　　　　　　　あん ぜん　　　 こう つう かん きょう　　　かく　 ほ　　　　つと

　　　　　 ぼう はん　　　　ぼう さい たい せい　 　　せい　 び

　　 　　　しょうがい しゃ　 　　 ち　いき　　　　　　　　　　　あん しん　　　　　　 く　　　　　　　　　　　　　　　　 ぼう はん がい とう　 　 せっ　ち　　　 　い　 じ　かん　り　　　　たい　　　　　 じょ せい　　　　し

　　　みん ぼう はん かつ どう　　　　し　えん

　　　　　　 　　　　　　さい がい はっ せい　じ　　　きゅうえん　　　きゅうじょ たい せい　　 　ひ　なん　し　えん たい せい　 　　こう ちく　　　　　　　　　　　　　　ひ　なん じょ　　　　　　　　　　　し　えん　　 じゅう

　　 じつ　　　　はか

　　 　　 しょうがい しゃ　　　　ち　いき　　　　じ　りつ　　　　　　せい かつ　　 いとな　　　　　　　　　　　　きょじゅう　　　 ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい　び　　　　すす

　　　　　　　　　　　　　ち　いき　い　こう　　　 む　　　　　　　そう　だん　き　のう　　　　いっ そうじゅうじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん けい　き　かん　　　　　　　れん けい　　　きょう　か

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　あん しん　　　 　　 く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　し　 く　　　　　 きょう　か

　　　 　　 し　ない　　　せい しん　か　びょういん　　　　ち　いき　　　　じ　ぎょうしょ とう　　　　れん けい　　　　　　　 　　　　にゅういん　ご　　　　　　げつ　　　　　　　 げつ　　　　　ねん　じ　てん

　　　　　　　　にゅういんちょう　き　 か　　　　り　ゆう およ　　　はい けい　　　ぶん せき　　　 　　ち　いき　　　　 　 う　　　　ざらちょうせい　　　　　　　　　　 た　ひつ よう　 　　たい おう　　　　　 　　

　　　　　きょう ぎ　　 じっ　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 とう　じ　しゃ とう　　　たいしょう　　　　　　　　　ち　いき　い　こう　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　たい いん およ　　 　ち　いき い　こう　し　えん　　　たずさ　　　　 しょくいん とう　 　　む　　　　　　けんしゅうかい　　　かい さい　　　　　　　　　　　　　とり　く　　　　　　　おこな

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち
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せい しんびょうしょう　　　　　　　そう　き　たいいんりつ

　にゅういん ご　　　　　げつ じ てん

　にゅういん ご　　　　　　げつ じ てん

　にゅういん ご　　　　ねん じ てん

ぱーせんといじょう

ぱーせんといじょう

ぱーせんといじょう

　　　　　じゅうかんきょう　　せい　び

　　　　　　しょうがい しゃ　　　せい かつ　　　　ば　　 　かく　ほ　　　　　　　　　　　　　じゅうたく　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　　　　そく しん

　　　　　　　 せい　び　　　 そく しん

　　　　　　　　　　　 しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　や　ちん じょ せい　　　おこな　　　 けい ざい てき　ふ　 たん　　　けい げん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ どう　　　そく しん

　　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ　どう　　　　　　　　　　　ひつ　よう　　　　　　　　　き　ほん　てき　ち　しき　　　　ぎ　のう　　 しゅうとく　　　かん　　　　　　こう　ざ　　　　　　

　　　　　かい　さい　　　　　　　　　　　　　　　　　　さま　ざま　　　かつ　どう　き　かい　　　ていきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 し　みん　　　　　　　　　　　　　　　　　 かつ　どう　　　　　　さん　か　

　　　　　　そく　しん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう　ぎ　たい　かい　　　けい　き　　　　　　　　 とり　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けいしょう

　　　　　　とうきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょう　ぎ　たい　かい　　　けい　き　　　　　　　　　と　　　　く　　　　　　　じ ぎょう　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　けいしょう　　　　さら　　　　　しょうがい しゃ　　　　　　り　かい そく しん　　　しゃ かい さん　か　そく　しん　　　はか

　　　　　こうきょう し　せつ とう　　 せい　び

　　　 　　　こうきょう し　せつ　　　　　　　　　　　　　　　 こうきょうせい　　　 たか　　　 し　せつ とう　　　 けん ちく ぬし　　　　たい　　　　　　 し　どう　　　じょ げん　　 おこな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たい おう　　　　　　　　 せつ　 び　　 　せい　 び　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 か　　 　 とり　く　　　　　　そく しん

　　　　　 　　　　　　しょうがい しゃ　　　　い　けん　　 　と　　 　　い　　　　　　　　　　　 し　せつ せつ　 び　　　 かい しゅうとう　　　 すす

　　　　　 あん ぜん　　　　こう つう　　　かく　ほ

　　 　　　しょうがい しゃ　　　　　　　　　　　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　 き　がる　　　がいしゅつ　　　　　　　　　　　　　　　　ほ　どう　　　　　こうきょうこう つう　き　かん　　　

　　　　　　　　　　　か　　　 すす　　　       いっ ぽう　　    こう つう　　　　　　　            ふ きゅう　　  ほう　ち　　じ　てん しゃ たい さく　　　　　　　あん ぜん　　　 こう つう かん きょう　　　かく　 ほ　　　　つと

　　　　　 ぼう はん　　　　ぼう さい たい せい　 　　せい　 び

　　 　　　しょうがい しゃ　 　　 ち　いき　　　　　　　　　　　あん しん　　　　　　 く　　　　　　　　　　　　　　　　 ぼう はん がい とう　 　 せっ　ち　　　 　い　 じ　かん　り　　　　たい　　　　　 じょ せい　　　　し

　　　みん ぼう はん かつ どう　　　　し　えん

　　　　　　 　　　　　　さい がい はっ せい　じ　　　きゅうえん　　　きゅうじょ たい せい　　 　ひ　なん　し　えん たい せい　 　　こう ちく　　　　　　　　　　　　　　ひ　なん じょ　　　　　　　　　　　し　えん　　 じゅう

　　 じつ　　　　はか

　　 　　 しょうがい しゃ　　　　ち　いき　　　　じ　りつ　　　　　　せい かつ　　 いとな　　　　　　　　　　　　きょじゅう　　　 ば　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せい　び　　　　すす

　　　　　　　　　　　　　ち　いき　い　こう　　　 む　　　　　　　そう　だん　き　のう　　　　いっ そうじゅうじつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かん けい　き　かん　　　　　　　れん けい　　　きょう　か

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　あん しん　　　 　　 く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　し　 く　　　　　 きょう　か

　　　 　　 し　ない　　　せい しん　か　びょういん　　　　ち　いき　　　　じ　ぎょうしょ とう　　　　れん けい　　　　　　　 　　　　にゅういん　ご　　　　　　げつ　　　　　　　 げつ　　　　　ねん　じ　てん

　　　　　　　　にゅういんちょう　き　 か　　　　り　ゆう およ　　　はい けい　　　ぶん せき　　　 　　ち　いき　　　　 　 う　　　　ざらちょうせい　　　　　　　　　　 た　ひつ よう　 　　たい おう　　　　　 　　

　　　　　きょう ぎ　　 じっ　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 とう　じ　しゃ とう　　　たいしょう　　　　　　　　　ち　いき　い　こう　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　たい いん およ　　 　ち　いき い　こう　し　えん　　　たずさ　　　　 しょくいん とう　 　　む　　　　　　けんしゅうかい　　　かい さい　　　　　　　　　　　　　とり　く　　　　　　　おこな

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第 6 期障害福祉計画）

◆活動指標

１　発達障害者等に対する支援　本市においては、現在設置している３か所の地域生活支援拠点を確保しつつ、その機能の充

実のため、地域自立支援協議会で年１回以上の運用状況を検証、検討することとします。

３　地域生活支援拠点等の整備

　 障害者の一般就労に向けて、福祉、教育、労働などの関係機関の連携強化により、横断的かつ

効果的な事業に取り組む一方、障害者一人ひとりの状況を踏まえた、就労相談、職業訓練、職場

実習等の充実を図るとともに、就労後の定着支援等を通じて企業等に対する障害者雇用の一層

の理解と協力を求めていきます。

（１）　発達障害者支援地域協議会の開催

（２）　発達障害者支援センター

４　福祉施設から一般就労への移行等

一般就労移行者数 令和元年度の一般就労への移行実績 (232 人 ) の 1.27 倍以上295 人以上

就労定着支援事業の利用者数

就労定着支援事業の就労定着率

令和５年度における就労移行支援事業等から一般就労へ移行する
者のうち７割が利用

就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上

発達障害者支援地域協議会の開催回数 年 1 回

【本市の実施見込み】

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

（１）保健、医療及び福祉関係者による協議の場

開催回数 ３回／年

関係者の参加者数 延べ 90 人／年

目標設定及び評価の実施回数 ３回／年

【本市の実施見込み】

【本市の実施見込み】

実人数／年 8ペアレントトレーニングの受講者数 8 8

4,472 4,852 5,238

562

163

610 663

163 163

相談支援

関係機関への助言

延件数／年

件／年

回／年外部機関や地域住民への研修、啓発

　かつ　どう　 し　ひょう

　はっ たつしょうがい しゃ とう　　　たい　　　　　　し　えん

　ち　いき せい かつ　 し　えん きょ てん とう　　 せい　 び

ふく　し　 し　せつ　　　　 　いっ ぱんしゅうろう　　　　　　い　こう とう

いっぱんしゅうろうい こうしゃすう にん いじょう れい　わ　がん　ねん　ど　　　いっぱんしゅうろう　　　　　い　こうじっ せき　　　　　　 にん　　　　　　　　　　 ばい いじょう

しゅうろうていちゃくし えん　じ ぎょう　　 り　ようしゃすう

しゅうろうていちゃくし えん　じ ぎょう　しゅうろうていちゃくりつ

れい　わ　　　ねん　ど　　　　　　　　 しゅうろう い　こう　し　えん　じぎょうとう　　　　 いっ ぱんしゅうろう　　い　こう　

もの　　　　　　　　　わり　　　り　よう

しゅうろうていちゃくりつ　　　　わり　いじょう　　 じ　ぎょうしょ　　ぜん　たい　　　　 わり いじょう

　　　ほん　し　　　　　　　　　　　　　　　 げん　ざい　せっ　ち　　　　　　　　　　　　　　　　しょ　　　ちい　き　せい　かつ　し　えん　きょ　てん　　　かく　ほ　　　　　　　　　　　　　　　　 き　のう　　じゅう

じつ　　　　　　　　　 ちい　き　 じ　りつ　し　えんきょう ぎ　かい　　　ねん　　 かい　い　じょう　　 うん　ようじょうきょう　　けんしょう　 けん とう

　　　しょうがい しゃ　　　　いっ ぱんしゅうろう　　　 む　　　　　　　 ふく　し　　 きょういく　　ろう どう　　　　　　　　かん けい　き　かん　　　れん けいきょう か　　　　　　　　　　　おう だん てき

こう　か　てき　　　 じ　ぎょう　 　 と　　　　く　　　 　いっ ぽう　　しょうがい しゃ　ひと　り　　　　　　　　　　　じょうきょう　　 ふ　　　　　　　　　　しゅうろう そう だん　　しょくぎょうくん れん　　しょく ば

じっ しゅうとう　　　じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　 しゅうろう　ご　　　　ていちゃく　し　えん とう　　　つう　　　　　　き　ぎょうとう　　　たい　　　　　しょうがい しゃ　こ　よう　　　いっ そう

　 　　り　かい　　　きょうりょく　　もと　

項　目 目標値
こう　 　もく もくひょうち

項　目 目標値 備　考
こう　 　もく 　もくひょうち び 　　　こう

はっ たつしょうがい　しゃ　し　えん

はっ たつしょうがい　しゃ　し　えん　ち　いききょう　ぎ　かい　　　かい　さい

ほん　し　　　じっ　し　み　こ

ほん　し　　　じっ　し　み　こ

はっ たつしょうがいしゃし　えん ちい　き きょうぎ　かい　　 かい さいかい すう ねん　　 かい

項　目 見込量
こう　 　もく 　　み　こみりょう

　せい しん　しょうがい　　　　　 たい おう　　　　　　ち　いき ほう かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう ちく

ほ　けん　　い　りょう　およ　　　ふく　し　かん けい しゃ　　　　　　　 きょう ぎ　　　　ば

ほん　し　　　じっ　し　み　こ

かい さいかい すう 　かい　　 ねん

　かい　　 ねん

かんけいしゃ　　　さん　か しゃすう のべ　　　　　　にん　　 ねん

もくひょうせっていおよ　 ひょう　か　　 じっ　し　かい すう

項　目 見込み
こう　 　もく 　　み　こ

のべけん すう　　ねん

けん　　 ねん

かい　　 ねん

そうだん　し　えん

かん　けい　き　かん　　　　 じょ　げん

がい　ぶ　 き　かん　　　　ち　いきじゅうみん　　　 けんしゅう　　けい　はつ

じつ にんすう　　 ねんじゅこう しゃすう

単　位
令和 5年度令和 4年度令和 3年度

たん　　 い

　れい　わ　　　 ねん 　ど 　れい　わ　　　 ねん 　ど 　れい　わ　　　 ねん 　ど

見込量
　み　こみりょう

項　目
こう　 　もく

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第 6 期障害福祉計画）

◆活動指標

１　発達障害者等に対する支援　本市においては、現在設置している３か所の地域生活支援拠点を確保しつつ、その機能の充

実のため、地域自立支援協議会で年１回以上の運用状況を検証、検討することとします。

３　地域生活支援拠点等の整備

　 障害者の一般就労に向けて、福祉、教育、労働などの関係機関の連携強化により、横断的かつ

効果的な事業に取り組む一方、障害者一人ひとりの状況を踏まえた、就労相談、職業訓練、職場

実習等の充実を図るとともに、就労後の定着支援等を通じて企業等に対する障害者雇用の一層

の理解と協力を求めていきます。

（１）　発達障害者支援地域協議会の開催

（２）　発達障害者支援センター

４　福祉施設から一般就労への移行等

一般就労移行者数 令和元年度の一般就労への移行実績 (232 人 ) の 1.27 倍以上295 人以上

就労定着支援事業の利用者数

就労定着支援事業の就労定着率

令和５年度における就労移行支援事業等から一般就労へ移行する
者のうち７割が利用

就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上

発達障害者支援地域協議会の開催回数 年 1 回

【本市の実施見込み】

２　精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築

（１）保健、医療及び福祉関係者による協議の場

開催回数 ３回／年

関係者の参加者数 延べ 90 人／年

目標設定及び評価の実施回数 ３回／年

【本市の実施見込み】

【本市の実施見込み】

実人数／年 8ペアレントトレーニングの受講者数 8 8

4,472 4,852 5,238

562

163

610 663

163 163

相談支援

関係機関への助言

延件数／年

件／年

回／年外部機関や地域住民への研修、啓発

　かつ　どう　 し　ひょう

　はっ たつしょうがい しゃ とう　　　たい　　　　　　し　えん

　ち　いき せい かつ　 し　えん きょ てん とう　　 せい　 び

ふく　し　 し　せつ　　　　 　いっ ぱんしゅうろう　　　　　　い　こう とう

いっぱんしゅうろうい こうしゃすう にん いじょう れい　わ　がん　ねん　ど　　　いっぱんしゅうろう　　　　　い　こうじっ せき　　　　　　 にん　　　　　　　　　　 ばい いじょう

しゅうろうていちゃくし えん　じ ぎょう　　 り　ようしゃすう

しゅうろうていちゃくし えん　じ ぎょう　しゅうろうていちゃくりつ

れい　わ　　　ねん　ど　　　　　　　　 しゅうろう い　こう　し　えん　じぎょうとう　　　　 いっ ぱんしゅうろう　　い　こう　

もの　　　　　　　　　わり　　　り　よう

しゅうろうていちゃくりつ　　　　わり　いじょう　　 じ　ぎょうしょ　　ぜん　たい　　　　 わり いじょう

　　　ほん　し　　　　　　　　　　　　　　　 げん　ざい　せっ　ち　　　　　　　　　　　　　　　　しょ　　　ちい　き　せい　かつ　し　えん　きょ　てん　　　かく　ほ　　　　　　　　　　　　　　　　 き　のう　　じゅう

じつ　　　　　　　　　 ちい　き　 じ　りつ　し　えんきょう ぎ　かい　　　ねん　　 かい　い　じょう　　 うん　ようじょうきょう　　けんしょう　 けん とう

　　　しょうがい しゃ　　　　いっ ぱんしゅうろう　　　 む　　　　　　　 ふく　し　　 きょういく　　ろう どう　　　　　　　　かん けい　き　かん　　　れん けいきょう か　　　　　　　　　　　おう だん てき

こう　か　てき　　　 じ　ぎょう　 　 と　　　　く　　　 　いっ ぽう　　しょうがい しゃ　ひと　り　　　　　　　　　　　じょうきょう　　 ふ　　　　　　　　　　しゅうろう そう だん　　しょくぎょうくん れん　　しょく ば

じっ しゅうとう　　　じゅうじつ　　　はか　　　　　　　　　　　　　　 しゅうろう　ご　　　　ていちゃく　し　えん とう　　　つう　　　　　　き　ぎょうとう　　　たい　　　　　しょうがい しゃ　こ　よう　　　いっ そう

　 　　り　かい　　　きょうりょく　　もと　

項　目 目標値
こう　 　もく もくひょうち

項　目 目標値 備　考
こう　 　もく 　もくひょうち び 　　　こう

はっ たつしょうがい　しゃ　し　えん

はっ たつしょうがい　しゃ　し　えん　ち　いききょう　ぎ　かい　　　かい　さい

ほん　し　　　じっ　し　み　こ

ほん　し　　　じっ　し　み　こ

はっ たつしょうがいしゃし　えん ちい　き きょうぎ　かい　　 かい さいかい すう ねん　　 かい

項　目 見込量
こう　 　もく 　　み　こみりょう

　せい しん　しょうがい　　　　　 たい おう　　　　　　ち　いき ほう かつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう ちく

ほ　けん　　い　りょう　およ　　　ふく　し　かん けい しゃ　　　　　　　 きょう ぎ　　　　ば

ほん　し　　　じっ　し　み　こ

かい さいかい すう 　かい　　 ねん

　かい　　 ねん

かんけいしゃ　　　さん　か しゃすう のべ　　　　　　にん　　 ねん

もくひょうせっていおよ　 ひょう　か　　 じっ　し　かい すう

項　目 見込み
こう　 　もく 　　み　こ

のべけん すう　　ねん

けん　　 ねん

かい　　 ねん

そうだん　し　えん

かん　けい　き　かん　　　　 じょ　げん

がい　ぶ　 き　かん　　　　ち　いきじゅうみん　　　 けんしゅう　　けい　はつ

じつ にんすう　　 ねんじゅこう しゃすう

単　位
令和 5年度令和 4年度令和 3年度

たん　　 い

　れい　わ　　　 ねん 　ど 　れい　わ　　　 ねん 　ど 　れい　わ　　　 ねん 　ど

見込量
　み　こみりょう

項　目
こう　 　もく

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

３　相談支援体制の充実・強化のための取組み

４　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築

（１）総合的・専門的な相談支援

（１）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用

各種研修の参加人数 20 人／年

【本市の実施見込み】

（３）指導監査結果の関係市町村との共有

共有の実施回数 １回／年 処分等があれば適宜実施

【本市の実施見込み】

（２）障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有

共有の実施回数 １回／年

【本市の実施見込み】

（２）地域の相談支援体制の強化

相談支援事業者に対する指導・助言の件数 年２回／１か所

【本市の実施見込み】

相談支援事業者の人材育成の支援件数 年１２回／１か所

相談機関との連携強化の取組の実施回数 年６回／１か所

　　本市では、障害者基幹相談支援センター（各区１か所設置）、地域生活支援拠点（市内３か所

　設置）で総合的・専門的な相談支援の実施をすることとします。

◆指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策

１　指定障害福祉サービス等の見込量確保の方策

（１）訪問系サービス

　　障害福祉サービス事業者には、連絡協議会や事業者説明会等を通じて、ホームヘルパーの増

　員を働きかけるとともに、介護サービス事業者には、指定居宅サービス事業者等連絡会議等を

　通じて、障害福祉サービス事業への参入を促します。

　　また、居宅介護及び重度訪問介護については、ホームヘルパーが医療的ケアを必要とする重

　度障害者等に対しても支援を行えるよう、必要な研修の受講を支援します。

　　同行援護及び行動援護については、事業者の参入を促進するとともに、利用者への情報提供

　に努めます。

　　重度障害者等包括支援は、居宅介護、短期入所、生活介護等複数のサービスを提供している事

　業者等に、事業の実施を働きかけます。

（２）日中活動系サービス

　　「障害者支援版起業塾」の開催等により、事業者の参入を促進します。

　　また、指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて、事業者の参入

　を促進します。

（３）居住系サービス

　　共同生活援助は、民間事業者の参入により事業者数は増加していますが、施設や精神科病院

　からの地域移行を更に促進するとともに、介助者の高齢化によるニーズの増加に対応するた

　め、必要な助成を行い、積極的な整備を進めます。

（４）相談支援

　　指定相談支援事業者の確保に努めます。

　　また、従事する相談支援専門員を養成するため、指定障害福祉サービス事業者に対し、相談支

　援従事者研修の受講等を促します。
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３　相談支援体制の充実・強化のための取組み

４　障害福祉サービス等の質を向上させるための取組みに係る体制の構築

（１）総合的・専門的な相談支援

（１）障害福祉サービス等に係る各種研修の活用

各種研修の参加人数 20 人／年

【本市の実施見込み】

（３）指導監査結果の関係市町村との共有

共有の実施回数 １回／年 処分等があれば適宜実施

【本市の実施見込み】

（２）障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有

共有の実施回数 １回／年

【本市の実施見込み】

（２）地域の相談支援体制の強化

相談支援事業者に対する指導・助言の件数 年２回／１か所

【本市の実施見込み】

相談支援事業者の人材育成の支援件数 年１２回／１か所

相談機関との連携強化の取組の実施回数 年６回／１か所

　　本市では、障害者基幹相談支援センター（各区１か所設置）、地域生活支援拠点（市内３か所

　設置）で総合的・専門的な相談支援の実施をすることとします。

◆指定障害福祉サービス等の見込量と確保の方策

１　指定障害福祉サービス等の見込量確保の方策

（１）訪問系サービス

　　障害福祉サービス事業者には、連絡協議会や事業者説明会等を通じて、ホームヘルパーの増

　員を働きかけるとともに、介護サービス事業者には、指定居宅サービス事業者等連絡会議等を

　通じて、障害福祉サービス事業への参入を促します。

　　また、居宅介護及び重度訪問介護については、ホームヘルパーが医療的ケアを必要とする重

　度障害者等に対しても支援を行えるよう、必要な研修の受講を支援します。

　　同行援護及び行動援護については、事業者の参入を促進するとともに、利用者への情報提供

　に努めます。

　　重度障害者等包括支援は、居宅介護、短期入所、生活介護等複数のサービスを提供している事

　業者等に、事業の実施を働きかけます。

（２）日中活動系サービス

　　「障害者支援版起業塾」の開催等により、事業者の参入を促進します。

　　また、指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて、事業者の参入

　を促進します。

（３）居住系サービス

　　共同生活援助は、民間事業者の参入により事業者数は増加していますが、施設や精神科病院

　からの地域移行を更に促進するとともに、介助者の高齢化によるニーズの増加に対応するた

　め、必要な助成を行い、積極的な整備を進めます。

（４）相談支援

　　指定相談支援事業者の確保に努めます。

　　また、従事する相談支援専門員を養成するため、指定障害福祉サービス事業者に対し、相談支

　援従事者研修の受講等を促します。
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２　日中活動系サービス

生活介護
利用者数（実人╱月） 1,791 1,809 1,827

利用量（延人日／月）

利用者数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

35,104 35,456 35,809

自立訓練（機能訓練）

9 10 10

155 172 172

自立訓練（生活訓練）

84 99 117

1,470 1,733 2,048

就労移行支援

393 408 425

6,367 6.610 6,885

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援

療養介護

686 871 1,106

1,037 1,141 1,255

12,897 16,375 20,793

16,799 18,484 20,331

378 586 909

84 85 86

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

◆指定障害福祉サービス等の見込量

１　訪問系サービス

サービスの種類

居宅介護

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

1,352 1,406 1,462

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

32,313 33,603 34,942

重度訪問介護

89 94 98

33,642 35,532 37,044

同行援護

190 194 197

3,686 3,764 3,822

行動援護

29 29 30

635 635 657

重度障害者等包括支援

1 1 1

425 425 425

単　位

　にっちゅうかつ どう けい

せいかつ かい ご

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

じ りつ くんれん　　　 き のうくん れん

じ りつ くんれん　　　せい かつ くん れん

しゅうろうい こう し えん

しゅうろうけいぞく し えん　　　　 がた

しゅうろうけいぞく し えん　　　　 がた

しゅうろうていちゃくしえん

りょうようかい  ご

　し　 てい しょう がい ふく　 し　　　　　　　　　　　　 とう　　　　み　こみ りょう

ほう もん けい

きょたく かい ご

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

じゅうどほうもん かい ご

どうこう えん ご

こうどう えん ご

じゅうどしょうがいしゃとうほうかつ し えん

しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

２　日中活動系サービス

生活介護
利用者数（実人╱月） 1,791 1,809 1,827

利用量（延人日／月）

利用者数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

35,104 35,456 35,809

自立訓練（機能訓練）

9 10 10

155 172 172

自立訓練（生活訓練）

84 99 117

1,470 1,733 2,048

就労移行支援

393 408 425

6,367 6.610 6,885

就労継続支援（Ａ型）

就労継続支援（Ｂ型）

就労定着支援

療養介護

686 871 1,106

1,037 1,141 1,255

12,897 16,375 20,793

16,799 18,484 20,331

378 586 909

84 85 86

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

◆指定障害福祉サービス等の見込量

１　訪問系サービス

サービスの種類

居宅介護

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

1,352 1,406 1,462

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

利用量（時間分／月）

32,313 33,603 34,942

重度訪問介護

89 94 98

33,642 35,532 37,044

同行援護

190 194 197

3,686 3,764 3,822

行動援護

29 29 30

635 635 657

重度障害者等包括支援

1 1 1

425 425 425

単　位

　にっちゅうかつ どう けい

せいかつ かい ご

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

り ようりょう　　のべにん にち　　　つき

じ りつ くんれん　　　 き のうくん れん

じ りつ くんれん　　　せい かつ くん れん

しゅうろうい こう し えん

しゅうろうけいぞく し えん　　　　 がた

しゅうろうけいぞく し えん　　　　 がた

しゅうろうていちゃくしえん

りょうようかい  ご

　し　 てい しょう がい ふく　 し　　　　　　　　　　　　 とう　　　　み　こみ りょう

ほう もん けい

きょたく かい ご

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り よう しゃすう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

り ようりょう　　 じ かん ふん　 　 つき

じゅうどほうもん かい ご

どうこう えん ご

こうどう えん ご

じゅうどしょうがいしゃとうほうかつ し えん

しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

◆地域生活支援事業の実施に関する事項

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

１　必須事業

理解促進
研修・啓発事業

自発的
活動支援事業

相談支援事業

専門性の高い
相談支援事業

意思疎通支援事業

①心の輪を広げる理解促進事業

②障害者福祉大会

①本人活動支援事業

②精神障害者明るいくらし促進事業

③精神障害者家族セミナー

障害者基幹相談支援センター

①障害児等療育支援事業

②発達障害者支援センター運営事業

成年後見制度利用支援事業

①手話通訳者設置事業

②手話通訳者夜間派遣等事業

実施の有無

実施の有無

実施の有無

実施の有無

実施の有無

実施の有無 実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

　箇所数

　箇所数

　箇所数

6 6 6

11 11 11

1 1 1

実利用

見込者数

実利用

見込者数

実設置

見込者数

924 933 942

7 7 7

116 202 349

３　居住系サービス

短期入所（福祉型）
利用者数（実人╱月） 340 340 340

2,278 2,278 2,278

短期入所（医療型）
利用者数（実人╱月） 61 66 71

256 277 298

自立生活援助

精神障害者の自立生活援助

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

3 3 3

2

327

2 2

共同生活援助（グループホーム） 利用者数（実人╱月） 962 1,105 1,247

精神障害者の共同生活援助
（グループホーム）

376 424

利用者数（実人╱月） 669施設入所支援 669 669

４　相談支援

計画相談支援

地域移行支援

1,829 2,323 2,950

9

40

9 9

地域定着支援 40 40

利用者数（実人╱月） 7精神障害者の地域移行支援 7 7

利用者数（実人╱月） 34精神障害者の地域定着支援 34 34

ち　いき　　せい かつ　 し　えん　じ　ぎょう　　　じっ　し　　　　かん　　　　　 　じ　こう

り ようりょう　　のべにんにち　　　つき

り ようりょう　　のべにんにち　　　つき

ひっ　す　 じ　ぎょう

り　かいそくしん

けんしゅう　 けいはつ じぎょう

じ はつ てき

かつどう　し　えん　じ ぎょう

そうだん　し　えん　じ ぎょう

せんもんせい　　たか

そうだん　し　えん　じぎょう

い　し　そ　つう　し　えん　じぎょう

　こころ　　 わ　　　ひろ　　　　　り　かい そくしん　じぎょう

　しょうがいしゃふく　し　たいかい

　ほんにんかつどう し えん　じぎょう

　　せいしんしょうがいしゃあか　　　　　　　　　　　そくしん じぎょう

　せいしんしょうがいしゃか ぞく

しょうがいしゃき かん そうだん し　えん　

　しょうがいじ　とうりょういくし えん　じぎょう

　はったつしょうがいしゃし えん　　 　　　　　　 うんえい じぎょう

　せいねんこうけんせい　ど　　り　よう　し　えん　じ ぎょう

　しゅ　わ　つうやくしゃせっ　ち　じ ぎょう

　しゅ　わ　つうやくしゃ　や　かん　は　けんとう　じぎょう

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

じっ し　　　 う　む

じっ し　　　 う　む

じっ し　　　 う　む

じっ し　　　 う　む

じっ し　　　 う　む

じっ し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

か　しょすう

か　しょすう

か　しょすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　せっ　ち

み　こみしゃすう

　きょじゅうけい

たん きにゅうしょ　　　ふく　し　がた

り よう しゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

たん きにゅうしょ　　いりょうがた

じ りつせいかつ　　えんじょ

せいしんしょうがいしゃ　　 じ　りつせいかつ えんじょ

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つききょうどうせいかつえんじょ

せいしんしょうがいしゃ　 きょうどうせいかつえんじょ

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つきし せつにゅうしょ　し えん

そう だん　し　えん

けいかくそうだん し えん

ち　いき い こう　し えん

ち いきていちゃく　し えん

り よう しゃすう　　 じつにん　　　つきせいしんしょうがいしゃ　　 ち　いき　い　こう　し　えん

り よう しゃすう　　 じつにん　　　つきせいしんしょうがいしゃ　　 ち　いきていちゃくし　えん

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

◆地域生活支援事業の実施に関する事項

利用量（延人日／月）

利用量（延人日／月）

１　必須事業

理解促進
研修・啓発事業

自発的
活動支援事業

相談支援事業

専門性の高い
相談支援事業

意思疎通支援事業

①心の輪を広げる理解促進事業

②障害者福祉大会

①本人活動支援事業

②精神障害者明るいくらし促進事業

③精神障害者家族セミナー

障害者基幹相談支援センター

①障害児等療育支援事業

②発達障害者支援センター運営事業

成年後見制度利用支援事業

①手話通訳者設置事業

②手話通訳者夜間派遣等事業

実施の有無

実施の有無

実施の有無

実施の有無

実施の有無

実施の有無 実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

実施 実施 実施

　箇所数

　箇所数

　箇所数

6 6 6

11 11 11

1 1 1

実利用

見込者数

実利用

見込者数

実設置

見込者数

924 933 942

7 7 7

116 202 349

３　居住系サービス

短期入所（福祉型）
利用者数（実人╱月） 340 340 340

2,278 2,278 2,278

短期入所（医療型）
利用者数（実人╱月） 61 66 71

256 277 298

自立生活援助

精神障害者の自立生活援助

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

利用者数（実人╱月）

3 3 3

2

327

2 2

共同生活援助（グループホーム） 利用者数（実人╱月） 962 1,105 1,247

精神障害者の共同生活援助
（グループホーム）

376 424

利用者数（実人╱月） 669施設入所支援 669 669

４　相談支援

計画相談支援

地域移行支援

1,829 2,323 2,950

9

40

9 9

地域定着支援 40 40

利用者数（実人╱月） 7精神障害者の地域移行支援 7 7

利用者数（実人╱月） 34精神障害者の地域定着支援 34 34

ち　いき　　せい かつ　 し　えん　じ　ぎょう　　　じっ　し　　　　かん　　　　　 　じ　こう

り ようりょう　　のべにんにち　　　つき

り ようりょう　　のべにんにち　　　つき

ひっ　す　 じ　ぎょう

り　かいそくしん

けんしゅう　 けいはつ じぎょう

じ はつてき

かつどう　し　えん　じぎょう

そうだん　し　えん　じぎょう

せんもんせい　　たか

そうだん　し　えん　じぎょう

い　し　そ　つう　し　えん　じぎょう

　こころ　　 わ　　　ひろ　　　　　り　かい そくしん　じぎょう

　しょうがいしゃふく　し　たいかい

　ほんにんかつどう し えん　じぎょう

　　せいしんしょうがいしゃあか　　　　　　　　　　　そくしん じぎょう

　せいしんしょうがいしゃか ぞく

しょうがいしゃき かん そうだん し　えん　

　しょうがいじ　とうりょういくし えん　じぎょう

　はったつしょうがいしゃし えん　　 　　　　　　 うんえい じぎょう

　せいねんこうけんせい　ど　　り　よう　し　えん　じ ぎょう

　しゅ　わ　つうやくしゃせっ　ち　じ ぎょう

　しゅ　わ　つうやくしゃ　や　かん　は　けんとう　じぎょう

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

じっ し　　　う　む

じっ し　　　う　む

じっ し　　　う　む

じっ し　　　う　む

じっ し　　　う　む

じっ し　　　う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し じっ　し じっ　し

か　しょすう

か　しょすう

か　しょすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　せっ　ち

み　こみしゃすう

　きょじゅうけい

たん きにゅうしょ　　　ふく　し　がた

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つき

たん きにゅうしょ　　いりょうがた

じ りつせいかつ　　えんじょ

せいしんしょうがいしゃ　　 じ　りつせいかつえんじょ

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つききょうどうせいかつえんじょ

せいしんしょうがいしゃ　 きょうどうせいかつえんじょ

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つきし せつにゅうしょ　し えん

そう だん　し　えん

けいかくそうだん し えん

ち　いき い こう　し えん

ち いきていちゃく　し えん

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つきせいしんしょうがいしゃ　　 ち　いき　い　こう　し　えん

り ようしゃすう　　 じつにん　　　つきせいしんしょうがいしゃ　　 ち　いきていちゃくし　えん

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

専門性の高い
意思疎通支援を
行う者の派遣事業

専門性の高い
意思疎通支援を
行う者の
養成研修事業

日常生活用具
給付等事業

移動支援事業

①手話通訳者派遣事業

②要約筆記者派遣事業

③盲ろう者向け通訳・
　介助員派遣事業

①手話通訳者養成研修事業

②要約筆記者養成研修事業

③盲ろう者向け通訳・
　介助員養成研修事業

①介護・訓練支援用具

②自立生活支援用具

③在宅療養等支援用具

④情報・意思疎通支援用具

⑤排泄管理支援用具

⑥居宅生活動作補助用具
　（住宅改修費）

5 5 5

0 10 0

0 20 0

373 373 373

308 342 380

3,115 3,583 4,124

65 65 65

延利用

見込者数

延利用

見込者数

延利用

見込者数

給付等

見込件数

実修了

見込者数

実修了

見込者数

実修了

見込者数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

実利用

見込者数

155 155 155

210 210 210

22,001 24,575 27,451

15 15 15

851 885 921

95,482 99,297 103,336

116 116 116

地域活動支援
センター事業

①Ⅰ型

②Ⅱ型

③Ⅲ型

発達障害者支援地域協議会による体制整備事業

51 51 51

2 2 2

465 465 465

6 6 6

15 15 15

392 392 392

実利用

見込者数

実利用

見込者数

実利用

見込者数

協議会の

開催見込数
1 1 1

　箇所数

　箇所数

　箇所数

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

せんもんせい　　　たか

　い　し　そ　つう　し　えん

おこな　 もの　　 　は　けん　じぎょう

せんもんせい　　 たか

い　し　そ　つう　し　えん

おこな　 もの

ようせいけんしゅうじぎょう

にちじょうせいかつようぐ

きゅうふとう　じぎょう

い　どう　し　えん　じぎょう

　 しゅ　わ　つうやく しゃ　は　けん じぎょう

　 ようやくひっ　き　しゃ　は　けん　じ ぎょう

　 もう　　　　　しゃ 　む 　　　つうやく　　

　 かいじょいん　は　けん　じぎょう

　　しゅ　わ　つうやくしゃようせいけんしゅうじぎょう

　 ようやくひっ　き　しゃようせいけんしゅうじぎょう

　　　もう　　　　 しゃ む　　　つうやく

　　　かいじょ いんようせいけんしゅうじぎょう

　　かい　ご　　　くんれん　し　えんよう　ぐ

　　じ　りつせいかつ　し　えんよう　ぐ

　　ざいたくりょうようとうし　えんよう　ぐ

　　　じょうほう　　い　し　そ　つう　し　えんよう　ぐ

　　はいせつかん　り　し　えんよう　ぐ

　　　きょたくせいかつどう　さ　　ほ　じょよう　ぐ

　　　じゅうたくかいしゅうひ

のべ　り　よう

み　こみしゃすう

のべ　り　よう

み　こみしゃすう

のべ　り　よう

み　こみしゃすう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみしゃすう

じつしゅうりょう

み　こみしゃすう

じつしゅうりょう

み　こみしゃすう

じつしゅうりょう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

ち　いき　かつどう し　えん

　　　　　　　　　じぎょう

　がた

　がた

　がた

　はったつしょうがいしゃし　えん　ち　いき　きょうぎ　かい　　　　　　　たいせいせい　び　じぎょう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

きょうぎ かい

かいさい　み　こみすう

か　しょすう

か　しょすう

か　しょすう

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

延利用

見込時間数

のべ　り　よう

み　こみ　じ　かんすう
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

専門性の高い
意思疎通支援を
行う者の派遣事業

専門性の高い
意思疎通支援を
行う者の
養成研修事業

日常生活用具
給付等事業

移動支援事業

①手話通訳者派遣事業

②要約筆記者派遣事業

③盲ろう者向け通訳・
　介助員派遣事業

①手話通訳者養成研修事業

②要約筆記者養成研修事業

③盲ろう者向け通訳・
　介助員養成研修事業

①介護・訓練支援用具

②自立生活支援用具

③在宅療養等支援用具

④情報・意思疎通支援用具

⑤排泄管理支援用具

⑥居宅生活動作補助用具
　（住宅改修費）

5 5 5

0 10 0

0 20 0

373 373 373

308 342 380

3,115 3,583 4,124

65 65 65

延利用

見込者数

延利用

見込者数

延利用

見込者数

給付等

見込件数

実修了

見込者数

実修了

見込者数

実修了

見込者数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

給付等

見込件数

実利用

見込者数

155 155 155

210 210 210

22,001 24,575 27,451

15 15 15

851 885 921

95,482 99,297 103,336

116 116 116

地域活動支援
センター事業

①Ⅰ型

②Ⅱ型

③Ⅲ型

発達障害者支援地域協議会による体制整備事業

51 51 51

2 2 2

465 465 465

6 6 6

15 15 15

392 392 392

実利用

見込者数

実利用

見込者数

実利用

見込者数

協議会の

開催見込数
1 1 1

　箇所数

　箇所数

　箇所数

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

せんもんせい　　　たか

　い　し　そ　つう　し　えん

おこな　 もの　　 　は　けん　じぎょう

せんもんせい　　 たか

い　し　そ　つう　し　えん

おこな　 もの

よう せいけんしゅうじぎょう

にちじょうせいかつようぐ

きゅうふ とう　じぎょう

い　どう　し　えん　じぎょう

　 しゅ　わ　つうやくしゃ　は　けん じぎょう

　 ようやくひっ　き　しゃ　は　けん　じぎょう

　 もう　　　　　しゃ 　む　　　つうやく　　

　 かいじょいん　は　けん　じぎょう

　　しゅ　わ　つうやくしゃようせいけんしゅうじぎょう

　ようやくひっ　き　しゃようせいけんしゅうじぎょう

　　　もう　　　　 しゃ む　　　つうやく

　　　かいじょいんようせいけんしゅうじぎょう

　　かい　ご　　　くんれん　し　えんよう　ぐ

　　じ　りつせいかつ　し　えんよう　ぐ

　　ざいたくりょうようとうし　えんよう　ぐ

　　　じょうほう　　い　し　そ　つう　し　えんよう　ぐ

　　はいせつかん　り　し　えんよう　ぐ

　　　きょたくせいかつどう　さ　　ほ　じょよう　ぐ

　　　じゅうたくかいしゅうひ

のべ　り　よう

み　こみしゃすう

のべ　り　よう

み　こみしゃすう

のべ　り　よう

み　こみしゃすう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみしゃすう

じつしゅうりょう

み　こみしゃすう

じつしゅうりょう

み　こみしゃすう

じつしゅうりょう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

み　こみけんすう

きゅうふ とう

ち　いき　かつどう し　えん

　　　　　　　　　じぎょう

　がた

　がた

　がた

　はったつしょうがいしゃし　えん　ち　いき　きょうぎ　かい　　　　　　　たいせいせい　び　じぎょう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

きょうぎ かい

かいさい　み　こみすう

か　しょすう

か　しょすう

か　しょすう

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

延利用

見込時間数

のべ　り　よう

み　こみ　じ　かんすう
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

２　任意事業

実施の有無

日常生活支援

①福祉ホーム運営事業

②訪問入浴サービス事業

③生活訓練等事業

盲婦人家庭生活訓練事業

盲青年社会生活教室開催事業

中途失明者緊急生活訓練事業

視覚障害者自立生活訓練等
事業

ろうあ者社会生活教室
開催事業

④日中一時支援事業

⑤発達障害等に関する巡回相談員
　整備事業

49 49 49

13 13 13

5 5 5

1 1 1

536 536 536

実利用

見込者数

実利用

見込者数

実利用

見込者数

　箇所数

　箇所数

実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無

社会参加支援
事業

就業・就労支援

①レクリエーション活動等支援

身体障害者スポーツ大会
開催事業

精神障害者ソフトバレーボール
大会開催事業

ゆうあいピック開催事業

②芸術文化活動振興

障害者作品展開催事業

心のふれあいフェスティバル
開催事業

③点字・声の広報等発行

点字市政だより発行事業

声の市政だより発行事業

④奉仕員養成研修事業

点訳奉仕員養成研修事業

朗読奉仕員養成研修事業

知的障害者職親委託事業

7 7 7

10 10 10

1 1 1実利用
見込者数

実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

精神障害者卓球大会
開催事業

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

じっ　し　　 う　む

しゃかいさん　か　し　えん

じぎょう

しゅうぎょうしゅうろうしえん

　　　　　　　　　　　　　　 かつどうとう　し　えん

しんたいしょうがいしゃ　　　　　　　　たいかい

かいさい じぎょう

　せいしんしょうがいしゃ

　たいかいかいさい じぎょう

　かいさい じぎょう

　げいじゅつぶんかかつどうしんこう

　　　しょうがいしゃさくひんてんかいさいじぎょう

　　　こころ

　　　かいさい じぎょう

　　てん じ　　 こえ　　こうほうとうはっこう

　てん　じ　　し　せい　　　　　 はっこう じぎょう

　こえ　　 し せい　　　　　 はっこう じぎょう

　　ほう　し　いんようせいけんしゅうじぎょう

　てんやくほう　し　いんようせいけんしゅうじぎょう

　ろうどくほう　し　いんようせいけんしゅうじぎょう

　 ち てきしょうがいしゃしょくおやいたくじぎょう
じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

　せいしんしょうがいしゃたっきゅうたいかい

　かいさい じぎょう

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

実修了

見込者数

じつしゅうりよう

み　こみしゃすう

実修了

見込者数

じつしゅうりよう

み　こみしゃすう

にん　い　 じ　ぎょう

じっ　し　　　 う　む

　にちじょうせいかつし えん

　ふく　し　　　　　　　うんえい　じ ぎょう

　　ほうもんにゅうよく　　　　　　　　　じぎょう

　 せいかつくんれんとう じぎょう

　　　もう　ふ　じん　か ていせいかつくんれん じぎょう

　　　もうせいねんしゃかいせいかつきょうしつかいさいじぎょう

　　　ちゅうとしつめいしゃきんきゅうせいかつくんれんじぎょう

　　　し かくしょうがいしゃじ りつせいかつくんれんとう

　　 じぎょう

　　　　　　　　しゃしゃかいせいかつきょうしつ

かいさい じぎょう

　　にっちゅういちじ　し　えん じぎょう

　 はったつしょうがいとう 　　かん　　　　 じゅんかいそうだんいん

　 せい　び　じぎょう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

か　しょすう

か　しょすう

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど
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第３部　障害福祉サービスの見込量等（第６期障害福祉計画）

２　任意事業

実施の有無

日常生活支援

①福祉ホーム運営事業

②訪問入浴サービス事業

③生活訓練等事業

盲婦人家庭生活訓練事業

盲青年社会生活教室開催事業

中途失明者緊急生活訓練事業

視覚障害者自立生活訓練等
事業

ろうあ者社会生活教室
開催事業

④日中一時支援事業

⑤発達障害等に関する巡回相談員
　整備事業

49 49 49

13 13 13

5 5 5

1 1 1

536 536 536

実利用

見込者数

実利用

見込者数

実利用

見込者数

　箇所数

　箇所数

実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無

社会参加支援
事業

就業・就労支援

①レクリエーション活動等支援

身体障害者スポーツ大会
開催事業

精神障害者ソフトバレーボール
大会開催事業

ゆうあいピック開催事業

②芸術文化活動振興

障害者作品展開催事業

心のふれあいフェスティバル
開催事業

③点字・声の広報等発行

点字市政だより発行事業

声の市政だより発行事業

④奉仕員養成研修事業

点訳奉仕員養成研修事業

朗読奉仕員養成研修事業

知的障害者職親委託事業

7 7 7

10 10 10

1 1 1実利用
見込者数

実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

精神障害者卓球大会
開催事業

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

実施の有無 実施 実施 実施

じっ　し　　 う　む

しゃかいさん　か　し　えん

じぎょう

しゅうぎょうしゅうろうし えん

　　　　　　　　　　　　　　 かつどうとう　し　えん

しんたいしょうがいしゃ　　　　　　　　たいかい

かいさい じぎょう

　せいしんしょうがいしゃ

　たいかいかいさい じ ぎょう

　かいさい じぎょう

　 げいじゅつぶんか かつどうしんこう

　　　しょうがいしゃさくひんてんかいさいじぎょう

　　　こころ

　　　かいさい じぎょう

　　 てん じ　　 こえ　　 こうほうとうはっこう

　てん　じ　　し　せい　　　　　 はっこう じぎょう

　こえ　　 し せい　　　　　 はっこう じぎょう

　　ほう　し　いんようせいけんしゅうじぎょう

　てんやくほう　し　いんようせいけんしゅうじぎょう

　ろうどくほう　し　いんようせいけんしゅうじぎょう

　 ち てきしょうがいしゃしょくおやいたくじぎょう
じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

　せいしんしょうがいしゃたっきゅうたいかい

　かいさい じ ぎょう

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

実修了

見込者数

じつしゅうりよう

み　こみしゃすう

実修了

見込者数

じつしゅうりよう

み　こみしゃすう

にん　い　 じ　ぎょう

じっ　し　　　 う　む

　にちじょうせいかつし えん

　ふく　し　　　　　　　うんえい　じぎょう

　　ほうもんにゅうよく　　　　　　　　　じぎょう

　せいかつくんれんとう じぎょう

　　　もう　ふ　じん　か ていせいかつくんれん じぎょう

　　　もうせいねんしゃかいせいかつきょうしつかいさいじぎょう

　　　ちゅうとしつめいしゃきんきゅうせいかつくんれんじぎょう

　　　し かくしょうがいしゃじ りつせいかつくんれんとう

　　 じぎょう

　　　　　　　　しゃしゃかいせいかつきょうしつ

かいさい じぎょう

　　にっちゅういちじ　し　えん じぎょう

　 はったつしょうがいとう 　　かん　　　　 じゅんかいそうだんいん

　 せい　び　じぎょう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

じつ　り　よう

み　こみしゃすう

か　しょすう

か　しょすう

じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

じっ　し　　　 う　む じっ　し じっ　し じっ　し

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

事業名事業の種類 単　位
　じぎょうめいじぎょう　 しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　ねん 　ど
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第４部　障害児通所支援等の見込量等（第２期障害児福祉計画）　

　指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて事業者の参入を促進

します。なお、障害児入所支援は、既存施設において対応していきます。

　更に、障害児相談支援については、指定相談支援事業者の確保に努めます。また、従事する相

談支援専門員を養成するため、指定障害福祉サービス事業者に対し、相談支援従事者研修の受

講等を促します。

◆成果目標

◆指定通所支援等の見込量と確保の方策

第 4部第 4部 障害児通所支援等の見込量等
（第 2期千葉市障害児福祉計画）
障害児通所支援等の見込量等
（第 2期千葉市障害児福祉計画）

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 ５名配置 ６名配置 ７名配置

放課後等デイサービス

1,762 1,864 1,972

20,274 21,445 22,685

保育所等訪問支援

83 138 230

225 375 625

居宅訪問型児童発達支援

1 1 1

1 1 1

２　居住系サービス

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

利用人数（実人╱月）

利用人数（実人╱月）

利用人数（実人╱月）

35 35 35

28 28 28

３　相談支援

障害児相談支援

医療的ケア児に対する

関連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置
配置人数

856 1,053 1,295

5 6 7

指定通所支援等の見込量確保の方策

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

◆指定通所支援等の見込量
１　日中活動系サービス

児童発達支援
利用人数（実人╱月） 1,233 1,247 1,261

9,050 9,145 9,241

医療型児童発達支援

42 43 44

203 208 213

利用量（延人日／月）

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）
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せい　 か　 もく ひょう

　し　 てい つう しょ　 し　 えん　とう　　　　　み　こみ りょう　　　かく　 ほ　　　　ほう　さく

　　し　てい つう しょ　し　えん とう　　　 み　こみりょうかく　ほ　　　　ほう さく

　い　りょうてき　　　　 　 じ　　とう　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　はい　ち

だい　　　　　　　　　　　ぶ
しょう　 がい　　 じ　　 つう　　しょ　　 し　　　えん　　とう　　　　　　 み　　 こみ　 りょう　 とう

だい　　　　　　　 き　　　ち　　　ば　　　し　　しょう　 がい　　 じ       　ふく　　　し　　 けい　　かく

　いりょうてき　　　　　 じ　とう　　 かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はい　ち めいはい　ち めいはい　ち めいはい　ち

ほう　か　 ご　　とう

ほい　く　しょ とう ほう もん　し えん

きょたくほうもん がた　じ　どう はったつ　し えん

きょじゅうけい

ふく　し　がたしょうがいじにゅうしょ し えん

いりょうがたしょうがいじにゅうしょ　し　えん

り よう にんずう　　 じつ にん　　 つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　 つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　 つき

　そう だん　し　えん

しょうがいじ そう だん し えん

いりょうてき　　　　　じ　　　たい　　　　

かんれんぶん や　　　 し えん　　ちょうせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　ち

はい ち にんずう

　 　　し　てい　じ　ぎょうしゃ とう　　　　　　せつ めい かい　　　　　　　　　　 ひつ よう　　　じょうほう てい きょう　　　おこな　　　　　　　　　　つう　　　　　　じ　ぎょう しゃ　　　さんにゅう　　　そく しん

　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　じ　にゅうしょ　し　えん　 　　　き　ぞん　し　せつ　　　　　　　　　　　たい おう

　　　さら　　　　 しょうがい　じ　そう だん　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　し　てい　そう だん　し　えん　じ ぎょう しゃ 　　かく　 ほ　　　　　つと　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　じ　　　　　　 そう

だん　 し　えん せん もん いん　　　よう せい　　　　　　　　　　　　 　し　てい そう だん　し　えん　　　　　　　　　　　　じ　ぎょうしゃ　　　たい　　　　　　　　そう だん　 し 　えん じゅう　じ　しゃ けん しゅう　　 じゅ

こう　とう　　 うなが

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

項　目
こう　 　もく

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

　　し　 てい　つう　しょ　 し　 えん　とう　　　　み　 こみ りょう

にっちゅうかつ どう けい

じ どう はったつ　し えん

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

い　りょうがた　じ　どう はっ たつ　し　えん

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち
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第４部　障害児通所支援等の見込量等（第２期障害児福祉計画）　

　指定事業者等への説明会において必要な情報提供を行うなどを通じて事業者の参入を促進

します。なお、障害児入所支援は、既存施設において対応していきます。

　更に、障害児相談支援については、指定相談支援事業者の確保に努めます。また、従事する相

談支援専門員を養成するため、指定障害福祉サービス事業者に対し、相談支援従事者研修の受

講等を促します。

◆成果目標

◆指定通所支援等の見込量と確保の方策

第 4部第 4部 障害児通所支援等の見込量等
（第 2期千葉市障害児福祉計画）
障害児通所支援等の見込量等
（第 2期千葉市障害児福祉計画）

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置

医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 ５名配置 ６名配置 ７名配置

放課後等デイサービス

1,762 1,864 1,972

20,274 21,445 22,685

保育所等訪問支援

83 138 230

225 375 625

居宅訪問型児童発達支援

1 1 1

1 1 1

２　居住系サービス

福祉型障害児入所支援

医療型障害児入所支援

利用人数（実人╱月）

利用人数（実人╱月）

利用人数（実人╱月）

35 35 35

28 28 28

３　相談支援

障害児相談支援

医療的ケア児に対する

関連分野の支援を調整する

コーディネーターの配置
配置人数

856 1,053 1,295

5 6 7

指定通所支援等の見込量確保の方策

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

◆指定通所支援等の見込量
１　日中活動系サービス

児童発達支援
利用人数（実人╱月） 1,233 1,247 1,261

9,050 9,145 9,241

医療型児童発達支援

42 43 44

203 208 213

利用量（延人日／月）

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）

利用人数（実人╱月）

利用量（延人日／月）
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せい　 か　 もく ひょう

　し　 てい つう しょ　 し　 えん　とう　　　　　み　こみ りょう　　　かく　 ほ　　　　ほう　さく

　　し　てい つう しょ　し　えん とう　　　 み　こみりょうかく　ほ　　　　ほう さく

　い　りょうてき　　　　 　 じ　　とう　　　かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　はい　ち

だい　　　　　　　　　　　ぶ
しょう　 がい　　 じ　　 つう　　しょ　　 し　　　えん　　とう　　　　　　 み　　 こみ　 りょう　 とう

だい　　　　　　　 き　　　ち　　　ば　　　し　　しょう　 がい　　 じ       　ふく　　　し　　 けい　　かく

　いりょうてき　　　　　 じ　とう　　 かん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 はい　ち めいはい　ち めいはい　ち めいはい　ち

ほう　か　 ご　　とう

ほい　く　しょ とう ほう もん　し えん

きょたくほうもん がた　じ　どう はったつ　し えん

きょじゅうけい

ふく　し　がたしょうがいじにゅうしょ し えん

いりょうがたしょうがいじにゅうしょ　し　えん

り よう にんずう　　 じつ にん　　 つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　 つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　 つき

　そう だん　し　えん

しょうがいじ そう だん し えん

いりょうてき　　　　　じ　　　たい　　　　

かんれんぶん や　　　 し えん　　ちょうせい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はい　ち

はい ち にんずう

　 　　し　てい　じ　ぎょうしゃ とう　　　　　　せつ めい かい　　　　　　　　　　 ひつ よう　　　じょうほう てい きょう　　　おこな　　　　　　　　　　つう　　　　　　じ　ぎょう しゃ　　　さんにゅう　　　そく しん

　　　　　　　　　　　　　　　しょうがい　じ　にゅうしょ　し　えん　 　　　き　ぞん　し　せつ　　　　　　　　　　　たい おう

　　　さら　　　　 しょうがい　じ　そう だん　し　えん　　　　　　　　　　　　　　　　し　てい　そう だん　し　えん　じ ぎょう しゃ 　　かく　 ほ　　　　　つと　　　　　　　　　　　　　　　　じゅう　じ　　　　　　 そう

だん　 し　えん せん もん いん　　　よう せい　　　　　　　　　　　　 　し　てい そう だん　し　えん　　　　　　　　　　　　じ　ぎょうしゃ　　　たい　　　　　　　　そう だん　 し 　えん じゅう　じ　しゃ けん しゅう　　 じゅ

こう　とう　　 うなが

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

項　目
こう　 　もく

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

　　し　 てい　つう　しょ　 し　 えん　とう　　　　み　 こみ りょう

にっちゅうかつ どう けい

じ どう はったつ　し えん

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

い　りょうがた　じ　どう はっ たつ　し　えん

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

り よう にんずう　　 じつ にん　　　つき

り ようりょう　　のべ にん にち　　　つき

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

サービスの種類 単　位
しゅるい たん　　 い

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 3年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 4年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

令和 5年度
　れい　わ　　　 ねん 　ど

【本市の目標値】
ほん　し　　　もくひょうち
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表紙及び裏表紙

　令和２年度心の輪を広げる障害者理解促進事業「障害者週間のポスター」

　表　紙：中学生の部最優秀賞受賞作品　（作　市立緑町中学校　石川 万智さん）

　裏表紙：小学生の部最優秀賞受賞作品　（作　市立鶴沢小学校　山﨑 琴羽さん）
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　障害者施策は、福祉、保健・医療、雇用、教育等の様々な分野を対象とするものであり、また身

近な地域での結びつきを強め、支え合う体制を整備するためには、各分野との連携が重要であ

ることから、庁内関係部局の連携はもとより、サービス提供事業者、障害者団体、社会福祉協議

会等の関係機関、民生委員・児童委員、ボランティア・NPO、民間企業、医療機関、国・県などの

関係行政機関等との連携強化に努めます。

１　関係機関・地域等との連携

　本計画に基づき、各施策の実現が図られるよう、毎年度、事業の達成状況を把握し、進行管理

を行うとともに、目標量を設定している事業については、その達成状況について、点検・評価を

行い、障害者施策推進協議会に報告します。

２　進行管理と評価

　法改正等に伴う制度改正や、障害者の高齢化・重度化、生活環境の変化、財政事情の動向、更

には、新型コロナウイルス感染症など、社会経済環境の変化に応じて計画の弾力的運用に努め

ます。

３　計画の弾力的運用

第 5部　計画の推進に向けて第 5部　計画の推進に向けて
だい　　　　　　　　　　　ぶ　　　　　　　　　 けい　　　　かく　　　　　　　　　すい　　　 しん　　　　　　　　　　む

　　　　　かん けい　 き　 かん　　　　ち　 いき とう　　　　　　れん けい

　　　しょうがいしゃ　し　さく　　　　 ふく　し　 　　ほ　けん　　　　い　りょう　　 こ　よう　　きょういくとう　　　さま ざま　　　 ぶん　や　　　　たいしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 み

ぢか　　 　ち　いき　　　　　 むす　　　　　　　　　　 つよ　　　　　　ささ　　　　あ　　　　たい せい　　　せい　び　　　　　　　　　　　　　　　　　　かく ぶん　や　　　　　　 れん けい　　 　じゅうよう

　　　　　　　　　　　　　　ちょうない かん けい　ぶ きょく　　　れん けい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ていきょう　じ ぎょうしゃ　　しょうがい しゃ だん たい　　しゃ かい ふく　し　きょうぎ

かい とう　　　かん けい　き　かん　　みん せい　い　いん　　　　じ　どう　い　いん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みん かん　き　ぎょう　　い　りょう　き　かん　　くに　　　 けん

かん けいぎょうせい　き　かん とう　　　　　 れん けいきょう　か　　　　つと

　　　　　 しん こう かん　 り　　　　ひょう　か

　　　ほん けい かく　　　もと　　　　　　　かく　し　さく　　　じつ げん　　　はか　　　　　　　　　　　　　　 まい ねん　ど　　　じ　ぎょう　　 たっ せいじょうきょう　　　は　あく　　　　　しん こう かん　り

　　 おこな　　　　　　　　　　　　　　もくひょうりょう　　せっ てい　　　　　　　　　　　じ　ぎょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たっ せいじょうきょう　　　　　　　　　　　てん けん　　　ひょう　か
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第 5 部　計画の推進に向けて
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　本計画は、平成２９年４月に策定した「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を踏

まえた第２段階の実施計画として、「第４次千葉市障害者計画」の到達点や令和元年度に実施し

た障害者生活実態・意向調査の結果を踏まえ、障害者が地域において自立した生活を送り、障

害の有無によって分け隔てられることなく社会参加できることを目指し、相談支援、地域生活

支援、保健・医療、教育、生活環境など幅広い分野を対象とした障害者施策の総合的な計画とし

て策定するものです。

　この計画は、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を上位方針とした実施計画で

あり、障害者基本法第 11 条第３項の規定に基づく「市町村障害者計画」、障害者総合支援法第

88 条の規定に基づく「市町村障害福祉計画」、児童福祉法第 33 条の 20 の規定に基づく「市町

村障害児福祉計画」を一体的に策定した本市の障害者施策に関する計画となります。

　また、この計画は、「基本計画」を上位計画とする本市の障害者施策に関する個別部門計画と

なります。

はじめに

令和３年３月

　千葉市では、障害福祉に関し、既存の制度の拡充のみでは対応でき

ない課題が顕在化するとともに、様々な問題が相互に関連し合い、短

期間で結果を出すことが難しい状況であることから、平成２９年４月

に「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」を策定しました。

　その第１段階の実施計画として、平成３０年３月に策定した「第４

次千葉市障害者計画・第５期千葉市障害福祉計画・第１期千葉市障

害児福祉計画」に基づき、より支援が必要な方に手が差し伸べられる

共生社会の実現に向けて、各種施策の充実を図ってきました。

　一方、国においても、平成３０年３月に障害者基本計画（第４次）を策定し、障害者の自立及び社

会参加の支援等のための施策に取り組むとともに、障害者権利条約や障害者差別解消法の理念、東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会開催の動きを踏まえ、社会のあらゆる場面に

おけるバリア（社会的障壁）の除去に向けた取組みを推進しています。

　これらを踏まえて、この度、令和３年度からの３年間を計画期間とする「第５次千葉市障害者計

画・第６期千葉市障害福祉計画・第２期千葉市障害児福祉計画」を策定しました。

　本計画では、障害のある人もない人も更なる相互理解を深めるとともに、すべての障害者が、自

らの特性に合わせて、自らの選択により、より良い生活を求める努力ができ、必要な支援が多様な

地域の担い手により提供される共生社会を構築することを基本理念としました。

　また、「千葉市における障害福祉施策に係る中長期指針」の第２段階の実施計画として、親亡き後

を見据えた支援、発達障害者への支援、重度の障害のある方たちへの支援の３つの重点課題につい

て引き続き取り組むこととし、相談支援の充実、地域生活支援の充実などの６つの基本目標を立て

ました。

　更に、障害福祉サービス、障害児通所支援等の見込量などを一体的に定め、様々な分野にわたる

施策を総合的に推進することとしました。

　今後は、本計画に基づき、市民の皆様をはじめ、関係機関や各種団体の方々との連携、協働のも

と、基本理念の実現に向けて全力で取り組んでまいりますので、一層のご理解・ご協力を賜ります

ようお願い申し上げます。

　結びに、本計画策定にあたり、貴重なご意見・ご提言をいただきました市民の皆様、特に障害の

ある方やそのご家族、そして、千葉市障害者施策推進協議会委員の皆様をはじめ、関係各位に厚く

お礼申し上げます。

第 1部　総　論第 1部　総　論
◆計画策定の趣旨

　本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までの３年間とします。

◆計画の期間

◆計画の位置付け

　この計画が対象とする障害者とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所

持する者ばかりではなく、療育の必要な児童、発達障害者、難病患者、精神障害者通院医療費の

公費負担を受けている人、重度の意識障害のある人など、日常生活や社会生活で支援を必要と

するすべての人とします。

　なお、平成 26 年１月の障害者権利条約の批准に先立って改正された障害者基本法において、

障害者が受ける制限を「機能障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相

対することによって生ずる」とする、いわゆる「社会モデル」の考え方が取り入れられたことか

ら、これまで「障害」と表記してきたものの一部に、正確には「機能障害」と表記すべきものがあ

りますが、この計画では、引き続き「障害」の表記で統一しています。

◆障害者とは

千葉市長 神谷　俊一
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表紙及び裏表紙

　令和２年度心の輪を広げる障害者理解促進事業「障害者週間のポスター」

　表　紙：中学生の部最優秀賞受賞作品　（作　市立緑町中学校　石川 万智さん）

　裏表紙：小学生の部最優秀賞受賞作品　（作　市立鶴沢小学校　山﨑 琴羽さん）
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　障害者施策は、福祉、保健・医療、雇用、教育等の様々な分野を対象とするものであり、また身

近な地域での結びつきを強め、支え合う体制を整備するためには、各分野との連携が重要であ

ることから、庁内関係部局の連携はもとより、サービス提供事業者、障害者団体、社会福祉協議

会等の関係機関、民生委員・児童委員、ボランティア・NPO、民間企業、医療機関、国・県などの

関係行政機関等との連携強化に努めます。

１　関係機関・地域等との連携

　本計画に基づき、各施策の実現が図られるよう、毎年度、事業の達成状況を把握し、進行管理

を行うとともに、目標量を設定している事業については、その達成状況について、点検・評価を

行い、障害者施策推進協議会に報告します。

２　進行管理と評価

　法改正等に伴う制度改正や、障害者の高齢化・重度化、生活環境の変化、財政事情の動向、更

には、新型コロナウイルス感染症など、社会経済環境の変化に応じて計画の弾力的運用に努め

ます。

３　計画の弾力的運用
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